
－39－ 

平成22年第３回太子町議会定例会（第426回町議会）会議録（第２日） 

平成22年６月９日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 一般質問 

２ 請願第６号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択を求める 

        請願 

３ 請願第７号 保育制度改革に関する請願 

                本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

２ 請願第６号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択を求める 

        請願 

３ 請願第７号 保育制度改革に関する請願 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   橋 本 恭 子         ９番   花 畑 奈知子 

 １０番   北 川 嘉 明        １１番   熊 谷 直 行 

 １２番   上 田 富 夫        １３番   村 田 興 亞 

 １４番   桜 井 公 晴        １５番   中 井 政 喜 

 １６番   佐 野 芳 彦 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  木 村 和 義 

 書     記  森 本 麻 友 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  村 瀬   学 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  山 本 武 志 

 教 育 次 長  西 村 隆 志     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（佐野芳彦） 平成22年第３回太子町

議会定例会（第426回町議会）におそろいで

ご出席いただき、ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成22年第

３回太子町議会定例会（第426回町議会）を

再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問される議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答
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弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いをします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うことになっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、上田富夫議員。 

○上田富夫議員 上田富夫でございます。一

般質問を行います。 

 まず最初に、町民の健康管理についてお尋

ねいたします。 

 太子町において、子宮頸がん予防全般につ

いて、またその予防ですけれども、小学６年

生の女子児童197名に予防ワクチンをするこ

とによって一生まず子宮頸がんの、がんの恐

怖から解放されると思うわけなんですけれど

も、その費用、医療機関にもよるんですけれ

ども、大体１人当たり４万5,000円から５万

円程度、３回するとして、その程度だと言わ

れておるんですけれども、集団でやればもっ

とかなり安くなるということなんで、そうい

うことも可能かと思うわけなんですけれど

も、まず町が女子のいわゆる子宮頸がんにつ

いて、どういう認識をされて、今予防をして

おけば将来的にでもがんにかかる方がなくな

るということで、治療費の抑制にもなると思

いますんで、そういう対策をしようとされる

のかどうか。費用はざっと800万円から

1,000万円以内でおさまるわけなんですけれ

ども、いかがですか。そのことについてお尋

ねします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 子宮頸がんに

ついてのお尋ねでございますが、今上田議員

言われますように、子宮頸がんにつきまして

はワクチンによる予防手段があるということ

で、唯一予防のできるがんということが言わ

れております。海外の状況では既にもう

100カ国以上の国でそのワクチンの使用がな

されておりまして、日本では初めて2009年

10月にワクチンの承認がされ、同じく2009年

12月22日から一般の医療機関で接種すること

ができるようになったという経緯でございま

す。 

 町の認識のお尋ねでございますけれども、

こういった諸外国の例を見ましても、かなり

有効ということが数字の上にもあらわれてお

りますので、非常に注目をしておるワクチン

ということでございます。しかし、このワク

チンの周知というのが、まだ2009年から余り

時間もたってないということもございます。

周知がまだ不足をしておる点、また今ご質問

のにもございましたように、接種に当たりま

しては約５万円程度の負担があるということ

から非常に負担感がございまして、住民の皆

様には十分理解をされていないといったのが

実情ではないかなというふうに思っておりま

す。 

 全国各自治体を見ましても助成に踏み切る

ところが今出てまいっておりますが、現在頸

がんの予防ワクチンにつきましては任意接種

ということでございまして、それらの中で公

費助成を求める声が非常に高まってはきてお

るというふうに思います。国におきまして

も、そういった声を受けまして定期予防接種

化への検討がされるといったところを聞いて

おります。 

 これまでもＨｉｂワクチン等々のところで

ご答弁申し上げましたように、本来ワクチン

行政というのは国の施策という基本的な認識

にはおるんですが、ただいま申しましたよう

に公費助成なしでは普及しないという実態面

がございまして、他団体等見ましてもそうい

った面で助成に踏み切っておるところがあろ

うかと思います。今後、国の方針、また県の

方針等を適切に把握しながら判断をしてまい

りたいというふうに存じております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 こんな治療といいますか予

防というのは、何も国や県の指示を仰ぐまで

もなしに、地方自治体、すなわち太子町で独

自で簡単に判断できることと違うんですか。
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なぜ国の判断仰がないかんのですか。お金が

ないんですか、800万円か1,000万円。金がな

いんなら何で１億円もあんな債権買うたんで

すか、30年間も塩漬けの債権を。違うでし

ょ。金ないんと違うでしょ。あったら債権買

うて、ほいで金ない金ない言うて、こんな。

あなた、がんになったことあるんですか。な

いでしょ。私は経験あるんです。治療するん

にどれだけ金がかかりますか。それから個人

負担、どれだけかかりますか。そんなこと考

えたら安いもんですよ。それと、女子の検診

を２年ごとにしたらいいというて医療機関な

んか言うとるわけなんですけど、子宮頸がん

かどうかということの検診を２年ごとにする

ということが女性にとって、特に若い女性に

とってどれだけ気持ちの上で嫌で負担になる

と、そんなこと考えたことありますか。私

は、なぜできないかという理由がわからんの

ですよ。それ、はっきり言ってください、で

きない理由。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 先ほども申し

ましたように、このワクチンといいますのは

社会全体で考えるものという性質のものとい

うことでございますので、国の施策というこ

とになってくるという認識でおるということ

でございます。当然、今すぐこれに取り組む

ということになりましても、やはりワクチン

の供給の問題とか、また保護者の同意といっ

た諸問題等もございまして、やはり整理をす

るのにもかなり時間を要するんではないかな

というふうに思っとるというところでござい

ます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 あなた、少なくともこれぐ

らいなもんは読んどって言いよってんやろ

な。国立がんセンター、がん対策情報センタ

ーが出しとる、少なくともこれぐらいなもの

は、これとか、がんと心、これぐらい読んど

ってんでしょ、あなた。読んで物言よってん

ですか。いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今、上田議員

のお示しになった書物については見ておりま

せん。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 私が提案したから、おまえ

の言うことなんか聞くかいとおっしゃるんな

ら私は提案撤回しますよ。ほで、やってくだ

さい。何の理由もなしに断るちゅうのは私は

解せんのですよ。こういうことをしたらどう

ですか、いいことですよ言よんのに、なぜで

きないという判断しかできんのですか。 

 この間、これちょっと余分なことなるんで

すけど、菅内閣総理大臣がおっしゃった中

で、最小不幸の社会というのをおっしゃっと

ったでしょ。あの意味わかりますか。人々が

最小不幸の社会。行政マンというか、町の行

政が心がけることというのはそのことと違う

んですか。 

 話、余談にそれますけど、１億円の問題も

そうなんですよ。30年預けてどないするんで

すか、金を。そのうちのたった１割、

1,000万円あったらできるんですよ、今年。

きのうですか、名古屋の河村市長が、あの人

もユニークな人なんですけれども、基本的に

は行政と住民ちゅうのは税金を取られる側と

取る側やと、それの対決やと、それ以外ない

んやとおっしゃってましたけど、私もそう思

いますよ。税金をあなた方は強制的に取るほ

うなんですよ。一生懸命働いたその所得の中

から、行政は強制的ですよ。出してください

と違うんですよ。強制的に取るんですよ。取

った金をどう使うかというのはあなた方です

よ。そしたら、住民は、取られるのはしゃあ

ないと、法律やから。けど、その取られた税

金は我々のために使うてほしいというのは当

たり前と違いますか。 

 私は、私ごとですけれども、孫が10人おる

んですよ。そのうち９人が女子、女です。だ

から、年齢が十四、五歳になったら、上のや

つもおりますけども、まだなってないやつも

おります、全員検診を受けろと、費用は私が

持つと、おじいちゃんプレゼントやと言うて



－42－ 

受けさすつもりでおります。もうかなり前に

言っとるんですけども。ですから、何よりの

プレゼントや思うんですよ。これ、もしこの

頸がんにかかったら子供を産めなくなる可能

性ありますね。そうでしょ。今、少子化や何

やというてわいわい言うとるけども、なぜ先

先に手を打とうとしないのかわかりません

わ。もう一度お答えいただきたい。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 上田議員の考えを私

は否定するものではございません。ただ、任

意接種というのは本来やはり国の施策といい

ますか、任意ということになれば、これは受

ける人と受けない人との受益のバランスとい

いますか、そういうことも考えられます。そ

ういう意味では、任意接種については本来国

が施策としての考え方でやはりトータルにや

っていくということをしていくか、その辺の

ことは十分踏まえた上でないと、上田議員が

おっしゃる、すればいいということは私素人

的にもわかりますし、データ的にも子宮頸が

んにかかる人を受ければ73.1％減らせるとい

うようなことも資料として私もいただいてお

ります。そういう意味で私は否定するもので

はございませんが、先ほど申し上げましたよ

うに、任意の場合はそういったことに踏み込

むべきかどうかということは国が判断したほ

うが私はよりよいというふうに考えておりま

す。それはなぜかというと、今言いましたよ

うに受ける人と受けない人とのバランス等も

いろんなことがありますので、そういった意

味で申し上げております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 国が国が言うけど、国がや

ったがためにどれだけ間違うたことしてきた

ことがありますか。例えば九州のイタイイタ

イ病、あれ国が国が言うてきて十何年間ほっ

たらかしとったでしょ。その結果あれだけの

人数の患者が生まれたわけですわ。国が国が

で、何で国が国が言うんですか。目の前に、

現実にこれ起きている問題ですやないかい

な。それも、たった、たったですよ、私から

言わせたら、わずかな金額で、あなた、水道

が危ないからというて10億円からの金かけよ

んでしょ。どこが危ないんや。危ないのうて

も10億円かけてますやないかいな。あのこと

思たら、この子宮頸がんにかけるお金みたい

なもん高しません。あなた、一遍住民に問う

てみなさい。これどちらや、水道の水源地を

直すのが早いのか、子宮頸がんにお金を使う

のはどっちがよろしいと納税者に一遍聞いて

みなさい。私は納税者の代表として言うとん

ですからね。私個人で言うとんと違います

よ。だから、国がと言うんやなしに町はとい

う話にしてもらえませんか。再度答弁求めま

す。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 水道の例も今いただ

きましたが、この点は全然論点からは違うの

ではないかと思います。ただ、先ほど申し上

げましたが、任意接種ということで、任意と

いう意味で私は申し上げているんでありまし

て、国だろうと町であろうと、それは若干似

た判断をしてもいいのではないかというふう

に私は思います。任意接種ということで私は

申し上げております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 こればっかり時間とるわけ

にいかんのですけども、とにかく冷たいね。

自分さえよかったらええんですか。人の命と

いうのをもっと大切にするという行政やった

らどうですか。何で800万円やそこらの金が

出せんのかなと、百数十億円の予算の中でで

すよ。無駄金いっぱいありますやないか。ま

たこれ委員会のほうでもやってほしいと思い

ますけれども、明確に、今の答弁では私は全

然納得できないんでね。いや、お金の部分も

そうでしょ。ただ国が出さないから国が出さ

ないから。そやけど、現実に他の市町村で実

施してるところあるでしょ。ご存じやと思う

んですよ。あそこはどんなんですか、そした

ら。あそこの市長のコメント聞いたら、なる
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ほどと私は納得できますよ。よその市町でで

きるのに太子町ができない理由というのは何

かあるんですか、特別の理由が。それだけ最

後にお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど来申し上げて

るとおり、子宮頸がんの予防ワクチンは任意

の予防接種でございます。国において定期予

防接種化への検討が見込まれるところでござ

いまして、今後国や県の他市町の動向等を見

ながら適切に判断してまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 とにかく私は他市町とか、

よそと比べてとか、それ大嫌いなんや。何で

よそと比べないかんねて。自分のことは自分

でするんでしょう。何でよそがするのをじい

っと見とってやね。ようわからん。それやっ

たらあんたは要らんねや。そこにおっての

人、全部。よそがしようやつをそのまままね

てしたらええだけであって、自己判断要らん

やないかいな。全部要らんよ。経費節約にな

りますやん。そんなことやなしに、自分たち

で我が町はどういう判断をするんやと。だか

ら、その判断はこういう理由に基づいてやる

んやと。そんなもん、よその町まねするんや

というのは、そんなふざけた話はないと思い

ます。それだけ言っといて次行きます。 

 次は、地域交通の課題と方向性ですけれど

も、昨今高齢者社会の中で交通の体系のあり

方を問われとるわけなんですけれども、太子

町はどのように構築されようとしてるのかお

尋ねいたします。 

 それと、以前に公共交通機関とタイアップ

してコミュニティバスを走らせたと思うんで

すけれども、まずあれ途中でやめてしまった

わけなんですけれども、あの失敗の総括をお

尋ねいたします。 

 それから、環境とか健康に関して自転車と

いうものが全国的に見直されておりますが、

道路の整備とか、いろんなその施策も必要か

と思うんですけれども、太子町の対策につい

てお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、１点目

の高齢社会における交通体系のお尋ねでござ

います。 

 現状の高齢者の方々の手段といいました

ら、自分で自動車を運転をされる、マイカー

ですね。それから、家族によりますところの

自家用車による送り迎え。また、バス、タク

シー等の公共交通機関の利用。それから、本

町では社会福祉協議会の移送サービスの利用

などが現状でございます。 

 今後、間違いなく高齢者の方々の数も増え

ますし、また高齢者だけの世帯の増加という

のが見込まれております。そういう社会の中

で本当に住民の皆様の足をどう確保していく

かといったことは極めて重要というのは今さ

ら言うまでもないんですが、すなわちマイカ

ー依存からの脱却という言葉でもって、本町

に限らず、国を初め、どの自治体も、その方

策といいますか、それを探っておるという状

況じゃないかと思います。 

 私どもも、現在の公共交通の維持をどうし

ていくのか。また、その公共交通へのつなぎ

といいますか連絡をどうしていくのか。ま

た、今上田議員が言われましたように自転

車、また徒歩によるこれらの取り組みをどう

していくかという課題は上がっておるんです

が、それらの具体の方策ということになりま

すと、これからその取り組みとあわせまして

体系の構築、全体の構築を図っていくという

ことで研究をしておるという状況でございま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） ２点目、コミュニ

ティバス事業の総括についてのご質問であり

ますのでお答えいたします。 

 本町のコミュニティバスの取り組みにつき

ましては、平成16年７月から18年３月までの

21カ月間、試行運転いたしました。その結果

でありますが、運行日数は508日、乗車人数
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は延べ9,055人、１日の平均乗車人数は

17.8人でありました。 

 乗車人数が必ずしも多くなかったこと、ま

た平成17年に実施したアンケートにおきまし

てコミバスの運行継続を希望する意見が22％

と少数であったことから、平成18年度以降の

運行を取りとめることといたしました。これ

につきましては慎重に判断し、本格運行を行

わないことと決定したものであります。 

 また、この運行につきましては町内公共施

設、病院、診療所等を極力ルート上に設定す

る、また設定ルートを見直すなどの対策を講

じた結果の乗車人数であり、本町の地理特性

からも平成18年当時でのコミバスの需要は高

くなかったものだと考えております。その意

味で、コミバス事業そのものが失敗だったと

は考えておりません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 続きまして、

３点目でございます。自転車の対応でござい

ますが、ＣＯ２の削減が叫ばれております中

で、自転車を利用するということにつきまし

ては、温室効果ガスの発生がゼロということ

で環境に非常に優しい。また、自転車を利用

されますと適度な運動になり、健康にもい

い。それから、燃料を消費しないといったこ

とによります経済性の面もございまして、ま

た交通におきましても渋滞を起こすといった

ことの心配のない乗り物といったようなこと

で、非常によい面が前面に出されておりまし

て、脚光を浴びておるという、ご指摘のとお

りでございます。 

 先ほどの高齢社会における交通体系のとこ

ろでも申し上げましたが、マイカーからの脱

却ということで、そのマイカーから転換する

受け皿としまして、その自転車をどう位置づ

けをしていくかといったことで、その利用促

進を図っていく方策に今現在取り組んでおる

と。道路の整備、それから自転車道の整備、

また駐輪場といったことがこれまでも考え方

の中で出しておるんですが、それらを総合的

にどう利用促進を図っていくかというのはこ

れからの取り組みということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 道路構造のほ

うからご答弁を差し上げます。 

 まず、ユニバーサルデザインの考え方に基

づきまして、だれもが安全で快適に通行でき

る空間を確保するということが非常に重要に

なってくるわけでございますが、現在都市計

画道路の一部、沖代線におきまして自歩道の

セミフラット化ということの取り組みを始め

ているところでございます。特には、現在あ

ります都市計画道路、おおむねマウンドアッ

プのタイプの歩道ということで、非常に自転

車等歩行者にも支障があるということで、セ

ミフラット型への移行ということで取り組み

を進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 まず、１点目の今研究中や

ということなんですけれども、その中で課題

はどんなもんが出ておりますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 課題といいま

すよりも、そのまとめへ向けての問題といい

ますか、いろんな移動方法というのが、例と

しましてコミバス、またディマンド方式の乗

り物、そういった例がこれまでもございます

し、それらの形態を本町に当てはめる場合ど

ういった形状、形態になっていくんかといっ

たようなことがございます。といいますの

が、宅配便的な形態で持っていくのか、また

拠点方式といいますか、ハブ方式に持ってい

くのかといったような問題について、決め手

となる、この方式といったことになかなか集

約がされにくいというふうなところで研究を

しておるというところでございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いろいろディマンド方式も

研究されとうようですけれども、その中で公

共交通機関は別にして、第三セクターでやる
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か、それもいろんな方式があると思います。

けれども、そういうマイカーから脱却するこ

とによっていろんな利点が生まれてくると思

うんですけれども、それはどういう利点があ

るかというのを研究されてますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 利点といいま

すのも、その地域の特性的な部分もございま

して、都市部、また都市部でないところ等の

状況にもよると思いますけれども、もうマイ

カーの依存というのが今の日本の社会でござ

いまして、これで行き着くところといいます

のは、種々問題になっておるところの自動車

による、俗に言います環境問題、また渋滞問

題、また今言われます高齢者の方々の自動

車、マイカーの運転の諸問題といったような

ことがございますので、それぞれの地域でマ

イカー依存からの脱却を図るべしといったこ

とがそれぞれの分野から出ておるというふう

に思っております。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 それは、今おっしゃったよ

うなことは大概の新聞や雑誌で取り上げてま

すね。私もいろいろこれ、もう何年も前から

私は私なりにもう一度ああいうのを復活でき

たらなと思ってちょっといろいろ研究しとん

ですけど、ちょっと提案してみたいんですけ

どね。 

 まずは、この総括の中で、人数と日にちと

か、そういうふうなものだけが出てきて、何

が本当に足らなかってだめやったんかという

総括がなされてない。一番肝心のとこなんで

すけどね、そこが。なぜ利用する人が少なか

ったんやというとこの総括ができてないんで

すね。 

 私はあの運行方法をじっと見とって、まず

バスが大き過ぎて狭い道に入れないというの

が最大の欠点やと思います。したがって、使

用車両は私は免許も、だから普通免許、大型

免許じゃなしに普通免許で運転できる人のた

めの車。したがって、８人ないし９人のいわ

ゆる小型バスというかライトバンの形式のよ

うな車両ですわね。新車でも200万円程度の

車ですわ。それによって、いわゆる門口から

乗れて門口でおりられるというタクシーの利

便性を備えたような、そういう運行方法を私

は工夫をすべきやと思うわけなんです。 

 それと、回数を少なくともやっぱり、例え

ば北からと南からと運行するんでしたら、そ

れぞれが２時間ごとに運行することによっ

て、途中は１時間置きの運行になりますん

で、それぐらいなことをやらないかんと思う

んですけれども、それは置いといて、私はこ

のマイカーの依存社会から脱却するために、

やはり公共のそういう交通手段というのは必

要やと思うんです。それには、１つには地球

の温暖化を防止するという１つの利点があり

ます。それから２つ目は、老人の交通事故が

問題になっておりますけれども、これを防止

できるということですね。それから、車をも

ともと持たない人、乗れない人、無免許の

人、免許を持たない人というのは、これはど

うしようもないわけですね。マイカーどころ

やないんですから。だから、その人たちに対

する対策。 

 それから、これ商店街とつなげることによ

って太子町のこの中心、もともとこの斑鳩中

心における商店街の活性化ということ、大型

店に、郊外の大型店に行ってしまう人たちを

地域の商店街に引きつけるという商店街の活

性化ということが私はできると思うわけで

す。それと、したがって新しい雇用がそこに

町内に生まれると思うわけなんです。私はさ

らに言えば、深夜を運行することによっても

う一度いわゆる町の活性、一段の町の活力の

活性ができるんじゃないかと思います。 

 それから、てんぷら油、今龍野のほうで廃

油を回収して、それからそれをバイオ燃料に

使うということをやっとるんですけれども、

私は太子町なら町内でそれをやって、それの

バイオ燃料でそのバスの運行をするというこ

とも考えられると思うわけなんです。 

 それから、これはちょっとつけ足しになる

んですけれども、そのバスの運行によって例
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えば図書、図書館の図書の返却とか貸し出し

に利用すると。これ、全国でやっとる町があ

るわけなんですよ。図書の返却をいわゆるバ

スに頼めば図書館まで返却してくれるという

ね。だから、そういうことも可能であるし、

あるいはもう一つやりようとこは防犯パトロ

ール、いわゆる青パトですね。青パトの役目

も兼ねて、防犯のパトロールも兼ねるとか、

いろんなそういうことが考えられるんで、私

はもう一度、従来のバスというような、そん

な発想じゃなしに、全然違った発想というも

のを、私は第三者、町民も交えて非常に関心

のある人があると思うんで、何か研究会を募

って、費用かからんと思いますよ、日当も何

も出さんでええんですから、好きな者この指

握れというような形でやれば費用もかからん

と、ええ知恵を出してもらえると思うわけな

んですけれども、そのことについての意見を

お聞きしたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○上田富夫議員 いやいや、ちょっと待って

ください。もうついでに言うときますわ。 

○議長（佐野芳彦） はい。 

○上田富夫議員 それから、その総括の部分

ですけれども、これは今言うたのは、あな

た、経過報告ですやん。経過報告は聞いてな

いんですよ。総括を聞いてますね。それか

ら、肝心なとこは費用が抜けてますよ。費用

が総額幾らかかったんかという説明ない。し

たがって、今までは、これは説明なんです。

21カ月間運行して588日、9,055人ちゅう、こ

んなもん報告ですやな。そうじゃなしに、総

括をお尋ねいたします。 

 それから、自転車道については、太子町で

今自転車が安心・安全に走れる道路ちゅうの

は、例えば太子町に道路が何キロあって、延

長、そのうちのどれぐらいが安心して走れる

道路なんですか。お尋ねいたします。わかれ

ばですね。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） まず、コミバスの

総括ということで、再度そのご質問がありま

すのでお答えいたします。 

 16年、17年度の約１年半余りにおいて試行

運行を実施したというそのことであります

が、その間担当課におきましては種々の利用

促進のための努力をしております。初年度は

２路線で隔日運行をやっていたものを、２年

度４路線、また毎日運行、ルート変更も行っ

ております。今、上田議員がお尋ねの商店街

との連絡ということで、コミバスを利用され

て商店街、スーパーを利用されていた方もお

られました。また、図書館の利用につきまし

ても、コミバスを利用して図書館を利用され

た方もおられました。その辺も種々検討した

結果、２年間の結果を見て試行運転を取りと

めたというそのことでありますが、担当課に

おいては、あの時点においてはコミバスの需

要が余り高くなかったという判断をしたもの

であります。 

 それともう一点、このコミュニティバスの

事業費でありますが、２年度におきまして決

算額でありますが、2,100万円余りでござい

ます。このうち町費が1,200万円余りという

そのことでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 研究会の立ち上げ等の

考えは。 

○総務部長（村瀬 学） 続いてお答えしま

す。 

 今後において、こういうコミバスの復活等

含めて研究会の立ち上げというご質問であり

ますが、このたびスタートいたしました第５

次総合計画の中にも基本計画のほうに、基本

計画の政策５、快適で住みやすいまちづくり

の体系の中に、こういう今ご質問の現状と課

題、また基本的なその方針を述べておりま

す。基本的事務ということで、新たな公共交

通サービスの検討ということで、高齢化の進

行等により今後交通弱者の増加が見込まれる

ことから新たな公共交通サービスの導入を検

討するということを述べております。今後に

おいて、今ご提案の部分を含めて検討を進め

ていくということでございます。 



－47－ 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 太子町内道路

総延長につきましては手元に資料がございま

せんのでちょっとわかりかねますが、安心・

安全の総延長ということも言われましたんで

すが、具体的に距離数については手元に資料

がないということでございます。ただ、特に

安全という意味では歩車分離ということで、

自歩道の設置ができている箇所、都市計画道

路、あるいはまた松ケ下国道線等につきまし

ては歩車分離ができているということでは、

まずは安心・安全ということにつながるので

はないかなというように思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 やっぱり検討するというこ

とぐらい不確かな答弁はないわけなんですけ

れども、検討するというよりも、むしろもう

いついつまでにやると期限を切って物事を進

めないかんと思うわけなんですけれども、今

まででも検討する、やります言うてやらなん

だこといっぱいあるわけなんですけれども、

その程度の検討なんですか。それとも、ぜひ

やってみたいという検討なんですか。どちら

ですか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 今申し上げました

ように、交通弱者という一つの課題を踏まえ

ての一つのその計画を立てたということであ

りますので、16、17年度にコミバスの試行運

転を行って、太子町におけるそういう利用の

現状、状態もつかんでおりますので、それを

踏まえて、今後にそういう課題の解決に向け

て進めていくというそのことでございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 交通弱者ということを私余

り言いたくなかったんですけれども、確かに

そのとおりなんです。この斑鳩周辺の方で

も、私は役場それから福祉会館、図書館、文

化ホール、公民館については斑鳩周辺の方は

そう不便ではないわけなんですけれども、で

も石海、龍田、太田のいわゆるそれぞれの端

っこのほうへ行きますと、もう80過ぎると一

人じゃどうにもならんと。そやから、その人

たちは買い物はもちろん医者にも一人じゃ行

けないということで、買い物はタクシー、そ

れから医者に通うのもタクシーと。こういう

やっぱり生活環境の中で老人が生活するとい

うことが、毎日どういう気持ちで生活をされ

とるかということをあなた方一遍考えるだけ

じゃなしに、その人たちと話をしてみたった

らどうですかな、本当に。 

 例えば、よそのこと言うたら怒られますさ

かい、広坂、自分とこの地域のこと言います

と、これ一番近いスーパー、直近まで2.7キ

ロあるんですよね。何かしとったら３キロで

すわ。これ、ひとり暮らしの人じゃ、とても

じゃない行けんのですよ。広坂だけじゃなし

に、それは原からあっちのほうもそうである

と思いますしね。だから、弱者弱者言われま

すけど、その人たちはほんま声出さんのです

よ。出すというても出せないんですね。だか

ら、したがって声が、大きな声が出ないから

もう何にもせんのやというのじゃだめやと思

うんで、そういう人たちの、本当に声を出せ

ない人の声をくみ上げるということをやっぱ

り行政はもっと心がけてほしいと思うんです

よ。 

 だれが言いよんか知らんけども、水道にし

たってそうでしょ。わけのわからんもんに、

わけのわからんもん言うたら怒られるけど

も、一遍クリプトのあれも総括してほしいん

ですけれども、14億円、今度また10億円余

り、25億円ぐらい使っとんですよ。太子町の

予算90億円ですやんか、年間予算が。本当に

不要不急なんかなということをもっと、あし

たどうしようか、あしたのことやのに、あな

た方そのことを考えんと、何かいつ起こるか

わからん、例えば地震や風水害と一緒ですわ

な、いつ起こらんようなことにどんどん金か

けていって。もちろんその耐震化というのに

ついて、私は要らんとは言ってないですよ。

でも、あしたどうしようかということのほう
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の解決も一方でやっぱりきちっとやってもら

うということのほうが私は大事やと思うんで

すけれどね。 

 この高齢者のいわゆる交通の体系のあり方

について、全国的にかなり失敗してますわ

ね、今。もう余り固有の市町村の名前挙げた

らちょっとぐあい悪いんで挙げませんけど

も、結構失敗してます。それはもう失敗して

当たり前のようなことやっとんやからね。バ

ス会社に委託するとか、大きなバスひっ提げ

てどんどこ走らせてみたりね。あれはもう完

璧に失敗ですわ。だから、私はもうこれ２年

か３年研究してっとんで、あんなもん絶対失

敗やと思いますよ。あんなことやったら太子

町やらんほうがましです。だから、そうじゃ

ないと、成功の例もあるんですから、全国の

中に、かなりの数で成功してるとこが。その

成功しとるとこへやっぱり問い合わせすると

か行ってみるとかということを私はしたらど

うなんかなと思うわけなんで、それは提案を

しときます。次、行きます、時間ないですか

ら。 

 次に、米飯給食についてお尋ねします。 

 日本人の主食は米であると考えます。なぜ

給食の場合は米でないのか。また、御飯とい

うのは昔から冷たい御飯よりほかほかの御飯

のほうがおいしいと思うわけなんですけれど

も、なぜそれが学校給食ではできないのか。

それの一案として、今全国的に進められてお

るのが家庭炊飯器による米飯給食。文部省も

言っとるのは、できるだけ米飯給食を多く給

食に取り入れなさいということで、今全国で

いうと週3.5回ぐらいになっとんですかな。

もう毎回やっとる、毎回実施してる町村もあ

るわけですね。太子町の場合に、とりあえず

やれるところ、一番やりやすいところ。とい

うことは、私は人数的に言うと龍田小学校あ

たりかなという気もするわけなんですけれど

も、教育委員会には以前の学校給食の特別委

員会でも提言してるわけなんですけれども、

一向に何の反応もないわけなんですけれど

も、それについての考えをお尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 今回、米飯給食に

つきましてのご質問でございます。今までど

おりの答弁を十分させていただきました。 

 その中で、ご存じかと思いますけれども、

学校給食につきましては従来パンを中心とし

たとこにより実施したところでございます

が、学校給食への米飯導入につきましては、

今上田議員が言われますように食事の内容の

多様化、また栄養に対する配慮、また御飯の

正しい食習慣を身につけていただくという形

での教育上の有意義が十分考えられるところ

でございます。その中で普及を図ろうという

取り組みがされております。 

 その中で、実施するに当たりましては地域

や学校の実情、また今言われてますように施

設の状況もあるんですけども、条件整備の進

捗状況を十分判断しながら実施するようにと

いう形で来ているところでございます。 

 その中におきまして、本町におきます米飯

導入につきましては、ご存じの内容かと思い

ますけども、昭和48年から週１回、それと

58年からは週２回、それと平成８年からは週

2.5回という形で順次回数を増やしてるとこ

ろでございます。ご質問の中にありましたよ

うに、平均的には3.何回が平均になってろう

かと思います。今ご指摘のように、５回すべ

て、５日間を米飯してるところもあるところ

でございます。 

 その中で、本町の米飯給食の内容につきま

しては、炊飯の方法が委託と、それとセンタ

ーでの炊飯という状況になっております。そ

の中で、センターにおきます処理能力、炊飯

能力等加味しまして今委託業者と分けて給食

の提供を行ってるところでございます。 

 これからも学校給食は食育という形の中で

子供の健全な発達や、また食生活の改善に寄

与するものでございますので、学校園につき

ます給食の提供につきましては、今本町が継

続しておりますセンター方式という形を継続

しながら安全で安心な給食を提供していきた

いと考えております。 
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 なお、ご質問の自校におきます米飯給食に

ついてのご質問の内容でございました。学校

園の今の施設の状況によりますと、いろんな

炊飯する部屋、また物理的な課題や副食をど

うするんやとかという形の供給方法にも現状

の施設では問題点も考えられるところでござ

います。 

 その中で、今後考えられます給食センター

の抜本的な改築計画につきましては、センタ

ー方式を基本にするんですけども、給食を提

供する体制を継続しながら、今言われてます

ように温かい御飯とか、いろいろな形の工夫

というんですか、これは十分施設の整備や、

また言われます食缶等の工夫を加えながら考

えていきたいと思ってるところでございま

す。そして、最終的には、より効率的で、ま

た経済的な運営を行いながら、安心・安全な

学校給食の推進に努めたいと考えてるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 あなたがいかように答弁を

しようとも、そらぞらしいね、聞こえるの

は。どんなにしたって、センター方式で委託

して、それで米飯、炊飯器で自分たちで炊い

た御飯よりおいしい食事ができると思います

か。それともう一つは、自分たちで児童がみ

ずからやっぱり手を添えて食事をつくるとい

うこの作業には委託じゃどうにもならんでし

ょ。大事なのはそこなんですよ。 

 それで、話ちょっとそれるかわからんので

すけども、委託にしたって、この間テレビに

出とったん、おもしろいこと言うとったんで

すよ。全国的なチェーン店を展開しとる食堂

がおばさんを採用すると、プロの料理人は採

用しないと。なぜかというと、もう既に主婦

は料理のプロなんやと言った。10年、20年、

家庭で料理しとる人はもう既にそこでプロの

腕を持っとんのやと。だから、料亭で出す、

ああいう料理は別ですよ。しかし、弁当とか

家庭で食べるような食事については、あの人

たちはプロなんやということを言ってました

ですけどね。だから、職人は採用しないと、

職人よりもそういう家庭の主婦を採用してう

ちは全国展開をしとるんやということを言っ

てますけど、あなた方は我々がそれを言うた

ときにどない言うたというたら、食の安全が

保てん言うたでしょ、そういうパートだけで

は。だから、発想が全然違うんですよ。片や

プロ中のプロですわ。もし食中毒発生したら

企業つぶれるかわからんようなもんですわ。

そういうところは、やっぱりきちっとしたマ

ニュアルに基づいてやれば何の問題もないわ

けなんですよ。それを委託委託委託というて

高い高い金出して委託しよるわけなんです

よ。安くして食材をもっといい食材をしたら

どうですかね。そうか、１食の料金を下げる

とかね。ほで、米飯についても業者に委託し

とるでしょ。あの委託費、結構高いですよ。

炊飯器で炊くのとどれぐらい１食について差

があると試算してますか、してないですか。

お尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 後ろのほうからの

回答になろうかと思いますけども、龍田の小

学校の案件につきまして、特別委員会のほう

でいろんな形のご質問いただきました。その

中で、米飯給食を５日にしますと１食当たり

30円余り安くなるという形の試算はできてお

ります。しかしながら、それにつきましては

いろんな抜けてる部分もあろうかと思います

けども、安うなるのは確かに委託しながらす

るより自校方式でするほうが安いという数字

は出ております。しかしながら、言葉の中で

は食の安全という形をよう使わせてもらうん

ですけども、しかしその中で給食センターと

いう一つのセンター方式をする中で安心とい

う形の提供はしてまいりたいという形でござ

います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 だから、食の安全というこ

とについて、私はセンター方式でやろうが、

家庭の炊飯器でやろうが、どこに問題がある
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んですかな。ようわからんねや。これ、全国

何万、何百万、何千万という人が家庭用の炊

飯器で毎日飯食ってるんですよ。何で炊飯器

で炊く米が安全につながらんのですかな。よ

うわからん。 

 ここに、これ新聞の論評の中で、いみじく

も米飯が、これ文科省が言うとんですよ、文

科省が言うとんので、週３回以上増えないと

いうのは、設備負担が増えるという自治体と

打撃を受けるというパン業界からの反対が強

いためやというて、これ文科省が言うとんで

すよ。あんたらが言うとんと全く一緒や。だ

から、文科省はどない言うというたら、最近

は米粉を使ったパン使えとまで言うとるわけ

ですわ。それはどういうことかというと、や

っぱり食料の自給自足、それから地産地消に

かかわっての話ですけど、太子町が果たして

米粉を使ったパンを導入できるかどうかとい

うと甚だ疑問やと私は思うわけなんですけれ

ども。それよりも、米飯、パンをやめて全部

米飯にするほうが至極簡単やと思うわけなん

ですけれども。日本人ちゅうのはもともと米

食うて大きなったん違うんですか。学校給食

がパンやったというのは、戦後我々の給食の

ときはコッペパンと脱脂粉乳ですやん。そう

でしょ。その経験はないですわな、体験は。

でも、我々は、それで学校給食というのはし

てきたわけですよ。だから、それは栄養改善

ですやんかな、あくまでも、食うもんがなか

ったから。だから、これはこのまま行きよっ

たら子供は栄養失調になったり餓死すると。

だから、学校でコッペパンでも脱脂粉乳でも

何でもええということをやったんですよ。そ

れを学校給食が引き継いで、今は違うでし

ょ。法律的にも、そういうものから食育とい

うとこに変わったんでしょ、法律的には。そ

したら、もう発想変えたらどうなんですか。

法律のほうが先行しよんです、今。何で行政

遅れていくんです。法律より先行ったらどう

ですか、私は思うわけなんですけれども。ち

ょっと教育業界ちゅうのは頭古過ぎる。何に

も変わってない。教室の形も明治から変わっ

てないですよ、教室の形、今、あれ見てみな

さい、教室があって、南側に窓があって、北

側に廊下があって、職員室が１階にあって、

全国どこへ行ったって一緒や。こんなとこど

こにありまんねや。そら、改善できるとこ何

ぼでもあるんやから、まして食みたいなも

ん、こんなもん全国北海道から沖縄まで食べ

るもん違うんやから、一緒にやることないん

ですよ。地域地域で自分たちのとこで産する

ものを食べりゃええわけなんですよ。なぜそ

れが全国統一やなかったらあかんのですか。

ようわからん。お答えいただきたい。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 教育業界は頭が古い

というようなことでいただいたわけでござい

ますけども、世界的に見て日本は最高の水準

のレベルに達しております。ということは、

それだけ認められてるというようなことで認

識していただきましたらなと思います。 

 また、本来ならば食ということについて

は、家庭で食を考え、そして家庭での手弁当

が最高のものだと私は考えてるわけでござい

ますが、今日の社会情勢等をうかがえば、セ

ンター方式、学校給食等が一番町民または国

民に受け入れられてるという、要望があると

いうようなことで、各自治体等で給食という

ようなことが行われてるのが実情じゃなかろ

うかなと思います。その中で、工夫をしなが

ら栄養士を入れ、また地産地消を考え、そし

て地域の子供たちに合った食材を選んで、そ

れを配給してるわけでございます。 

 今言われておりますように、龍田小学校で

の家庭用の炊飯器での米飯ではいかがという

ようなことですが、やはり実施されてるよう

なところは大半が自校方式の学校で取り入れ

られてるように伺うところでございます。廊

下でその炊飯をすれば衛生面等々が疑われる

ところでございますので、やはり衛生管理が

整いましたセンター方式でやることが町民の

ニーズにこたえられるものと私は思ってるわ

けでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 今、教育長の言葉聞いてる

と、教育業界、教育、古いですよ。わかりま

せんか、やっぱり。そこにどっぷりつかっと

ったらわからんのやね、やっぱり。倒産しよ

う会社の社長が言いわけしようように聞こえ

まっせ。もっと危機感持ってほしいね。そう

でしょ。今の教育業界、教育の危機感持って

ないですか。いじめの問題から含めて、学校

の先生の問題から含めてですよ、教員の資質

から。教員の中で、あなた、このごろ最近ほ

んまおかしい思うのは、盗撮した先生とか、

もう昔やったら考えられんような犯罪が起き

てまっしゃな。それは警察官にも同じこと言

えるんですけども。しかし、そんな細かなこ

とと言われるかわからんけども、物事は細か

いとこから派生してくるんですよ。上のたが

が緩んだら下がごたごたしてくるというのは

当たり前の話で、教育業界がおかしくないと

いうのは、その認識こそ私はおかしいです

よ。 

 御飯ちゅうようなもんは、おいしく食べる

ということは、これ人間の幸せの原点です

よ。あなた方、ほんまに家庭でおいしい御飯

食べよってないんですか。もし食べようとし

たら、その味わいを何で子供たちに与えよう

とせんのですかな。子供たちにもおいしい御

飯を食べる権利はあると思いますよ。ないと

思いますか。子供は与えといたらそれでええ

んじゃと思われますか。違うでしょ。できる

だけ知恵を絞って、それも費用はかかると言

ってないんですよ。安くなるというて、先ほ

ども次長言ったでしょ。最後に、その１点、

安くなるのにおいしいものを供給しないとい

うことに良心とがめませんか。自分の立場の

ためにあえて強弁されるんなら、それもよ

し。しかし、それは教育者としておかしいで

しょ。ということだけ言うときます。答弁要

りません。終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で上田富夫議員の

一般質問は終わりました。 

 次、橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 失礼します。橋本恭子、通

告に従いまして、太子町の災害対策について

一般質問を行います。よろしくお願いいたし

ます。 

 西日本各地で大雨となった。今年、平成

22年５月24日月曜日、播磨地域も激しい雨が

降り、土砂崩れや床下浸水などの被害が相次

ぎ、姫路市、西脇市両市の河川で特別警戒水

位を超え、一部の住民に避難勧告が出され、

ＪＲ西日本は朝のラッシュ時に運転を一時見

合わせるなど混乱した。大雨洪水警報が出さ

れたため姫路市や加古川市などの公立小・中

学校、高校が休校になったと５月25日火曜日

の新聞報道がありました。 

 太子町においても昭和51年９月、台風17号

のときと昨年、平成21年７月19日日曜夜から

20日月曜日にかけて豪雨がありました。ま

た、今年も５月24日月曜日、朝方大雨で、我

が自治会でも３カ所床下浸水の危機状態であ

りました。太子町内でも土砂崩れや床下浸水

で被害が多かったように聞いておりますが、

そこで次のことを伺います。 

 １、今年５月24日月曜日の大雨の被害状況

について、できれば校区ごとに状況を知らせ

てほしいと思います。 

 ２番目、太子町災害対策本部の対応、警

報、注意報の発令について、太子町の雨量計

はどこにあるのか。そして、１時間に何ミリ

雨が降ると国から補助金がもらえるか。それ

から、対策本部を何時に設置し、対応と経

過、解散までをお聞きします。それと、警報

と注意報の違いについて。 

 それから３番目、各幼稚園、小学校、中学

校への園児、生徒への休校の連絡体制は地区

放送で流されたかと思いますが、これについ

て伺います。 

 ４点目、丹生自治会の雨水による浸水被害

要望について、平成21年10月27日に丹生自治

会役員４名と当局６名で話し合いをしまし

て、要望書をこの日に提出しております。そ

れについての要望書の回答を12月３日にもら

いました。そして、１月25日に上下水道の所
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長と自治会とで話し合いを持ちましたが、詳

しい説明はありましたが、やはりこの状況で

は要望書が出ても優先順位が危険状態にある

部分から対応するという説明があったかのよ

うに思います。 

 それから５点目について、今後町の対策に

ついて、自主防災組織と自治会防災マップに

ついて伺いますが、丹生の自治会防災マップ

は平成16年１月につくられたものと思ってお

りますが、最近のものはあるのでしょうか。

それと、自主防災組織は各自治会ともつくっ

ておりますが、これについての訓練とか自治

会そのものが余り研究してないかのように思

いますので、それについて伺いたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） まず、先月の24日

の大雨の被害状況についてお答えいたしま

す。 

 今回の大雨による大きな災害は発生してお

りませんが、土砂崩れが２カ所、冠水が19カ

所となっております。 

 地区別にということでありますが、土砂崩

れにつきましては前山の東斜面、柳地区です

ね。それと、同じく前山の西斜面、助久地区

でありました。 

 冠水の19カ所でありますが、太田地区が

12カ所、龍田地区が４カ所、斑鳩地区が１カ

所、石海地区が２カ所でございます。 

 土砂崩れ箇所への対応としましては、土砂

と雑木が町道へ流出した箇所、前山の東斜面

でありますが、これにつきましては緊急に対

策を必要と判断いたしましたため、災害時に

おける応急対策業務に関する協定に基づいて

太子建設組合に応急対策の要請を行い、対策

を実施しております。 

 また、落石のおそれがあった箇所、前山の

西斜面でありますが、これにつきましてはそ

の後の現場調査により落石の危険を確認いた

しましたので、その石の撤去を行いました。

これはちょっと遅れまして、26日の午後であ

ります。 

 それと、冠水箇所への主な対応としまして

は、住宅への浸水のおそれがある箇所、また

道路への土砂の流出防止対策としまして土の

うの設置を行いました。それと、住民が水路

への転落がある箇所につきましてはバリケー

ドの設置を行いました。 

 状況につきましては以上です。 

 ２点目でありますけども、太子町の災害対

策本部の対応、警報、注意報の発令等につい

てのお尋ねでありますが、当日の災害対策本

部の対応状況につきましては、23日の午後

11時30分に太子町地域防災計画に基づきまし

て、１号配備体制としまして災害警戒本部を

設置し、６名が出動いたしました。大津茂

川、また林田川等の巡回、気象情報の収集を

行っております。24日の午前５時15分に水防

指令の第３号の発令がありましたため、本町

におきましては２号配備体制をとらせていた

だきました。職員の約半数ということで94名

を招集いたしまして、危険箇所の把握、また

巡回を行いました。同日、24日の午後３時に

災害の発生のおそれが低くなりましたため、

災害警戒本部を解散して、通常業務での対応

といたしました。 

 気象情報につきましては、24日午前２時

33分に大雨警報、６時５分に洪水警報が発表

となり、24日午後３時38分に洪水警報が解除

されましたが、５時50分に大雨警報が解除と

なっております。降り始めてからの総雨量は

大津茂川勝原地点のテレメーター数値により

ますと158ミリでありました。最大時間雨量

は24日の午前６時が１時間当たり37ミリとな

っております。また、大津茂川の水位につき

ましては、最大雨量を記録した６時の１時間

後の７時の時点が最も高く、2.24メートルと

なっております。参考としまして、避難判断

水位は3.3メーターであります。 

 １点、２点については以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 部長、総務部長、雨量

計はどこにあるか、別。それから、警報と注

意報の違いは何かちゅう質問があったんやけ
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ど。 

（総務部長村瀬学「ちょっと後でまた

お答えいたします」の声あり） 

 はい。 

 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） それでは、ご質問

いただきました気象の状況に伴います幼稚

園、小学校、中学校の連絡体制という形のご

質問じゃなかったかと思います。これにつき

まして回答させていただきます。 

 教育委員会におきましては、気象の情報の

警報発令時の学校園の登校園につきまして統

一的な取り決めをさせていただいておるとこ

ろでございます。内容といたしましては、午

前６時30分現在、気象の表示が若干変わるか

と思いますけども、兵庫県全域や、また兵庫

県南部、また播磨南西部もしくは太子町とい

う形の全域に気象に関係した警報が発令され

たときには自宅待機の対応をすることになっ

ております。そして、午前８時30分現在、引

き続き気象情報の警報が発令されておるとき

には、その日の授業は休業として取り扱って

るところでございます。何らかの気象情報の

警報が発令されている場合には、教育委員会

からもその旨学校園長に連絡させていただき

まして、対応を依頼しておるところでござい

ます。そして、各学校園の連絡網によりまし

て各地区のＰＴＡ地区員を通じて各保護者に

連絡がとられる体制になっているところでご

ざいます。一つの方法として、今言われまし

たように地区放送が今回あったかなと思いま

す。 

 それと、警報時の登校園につきましては、

保護者の皆さんへの周知としまして、各学校

園より保護者あて文書によりまして年度当初

にお知らせをしているところでございます。

今回の５月24日の気象状況での対応としまし

ては、午前８時30分現在の状況から今回はす

べての学校園を休業と処置をしたところでご

ざいます。連絡対応におきましても、学校園

の連絡網を利用させていただいて周知を図っ

たところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時29分） 

（再開 午前11時29分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に続き会議を開

きます。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 丹生自治会か

らの雨水による浸水被害要望についてお答え

をいたします。 

 まず、道路冠水からの不安を解消するとい

うことで、平成21年10月１日付で対策に対し

ます地元からの要望が提出をされておりま

す。町内各関係機関との協議をいたしまし

て、21年12月３日に回答をさせていただいた

ところでございます。 

 当地域の雨水計画によりますと、県道上太

田鵤線──ちょうどゴルフ場からおりてくる

ところでございますが──から町道鵤北村線

以北の排水区分では、速やかに当該地区下流

の雨水１号幹線へ流入させることとなってお

るにもかかわりませず、県道を横断しており

ます既設の用水路から丹生地区への雨水排水

を呼び込んでしまうというような構造になっ

ておりまして、これが冠水を助長している要

因となっていることが判明いたしておりま

す。そのため、県道以西において速やかに内

水を排除させる流入方法を検討してまいった

ところでございまして、今後につきましては

雨水幹線の流下状況等を再確認した上で今年

度対策を講じてまいりたいというように考え

ております。 

 なお、また地元自治会に対しましては、要

望の回答といたしまして、先ほど述べられま

したが、１月25日に詳しく説明をさせていた

だいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 今後の町の対応に

つきましてご質問がありますので、お答えい

たします。 

 有事に際しまして消防体制の確保として最
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も重要な組織であります自主防災組織の育成

につきましては、今年度も組織表や活動計画

の提出を求めるなど、自主防災組織に対して

の啓発を行っております。 

 また、例年行っている防災訓練につきまし

ても、発災型というんか、災害が発生すると

いうそのことで、発災型の訓練や図上訓練の

実施を計画しており、より実践的な訓練によ

り自主防災組織に対しての意識の啓発及び知

識の習得を促してまいります。 

 太子町洪水ハザードマップ等につきまして

は、平成20年度に各自治会に配布を行ってお

り、このマップを活用した図上訓練を消防署

の指導により各自治会において実施いただい

ております。また、住民の皆様にも気象情報

等に十分に注意していただくとともに、この

マップの活用と日ごろからの避難施設や自宅

周辺の危険箇所等を把握いただくなどの取り

組みとしていただけるように、「広報たい

し」やホームページを通じて注意を喚起して

いきたいと考えております。さらに、今後に

おきましては、要援護者の避難支援プランや

避難勧告等にかかわる具体的な発令基準等を

作成し、有事に備えていきたいと考えており

ます。 

 それと、自主防災組織、また自治会防災マ

ップについてもお尋ねでありましたが、今申

し上げました防災の図上訓練を19年度から実

施をしております。これは太子消防署の指導

において実施をしておるわけですが、各地域

の状況にあわせた訓練ということで、ハザー

ドマップ等に各地域、また各地域の大きな図

面等、それに危険箇所をいわゆる地域の皆様

に書き入れていただくという活動をしており

ます。そういう意味合いで、新たな今回の大

雨の経験等を踏まえて、各地域の防災マップ

がまた改正されるものというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、何点か今の答弁

の中から伺いたいと思います。再度伺いたい

と思います。 

 被害状況ですが、今前山住宅についてはち

ょっと住民の要望やら、ある議員さんお二方

が行かれて26日に撤去したということであり

ますが、ほかについても、黒岡神社の池の辺

にもちょっと水が出て大変だったということ

と、それから矢田部のターザンの裏側に土砂

か何かのような、そういう事故があったかの

ように聞いておりますが、それについてはど

のように処理されたのか伺いたいと思いま

す。 

 それから、太子町の雨量計についてはどこ

にあったかまだ答弁がなかったかのように思

います。 

 それから、１時間に何ミリ程度雨が降ると

国から補助がおりて、工事については補助金

がもらえるとかというて、防災の太子町地域

防災計画に載っていたので、ちょっと私そこ

をお伺いしたんですが、多分20ミリというふ

うに書いてあったように思います。 

 それから、役場の屋上に雨量計があるので

はないかというふうに思っておりますが、そ

れはいかがでしょうか。 

 それで今、これもし太子町の雨量計が役場

にあった場合、警報が出た場合、どれぐらい

な間隔で雨量を検査されるのか。地域防災計

画の中に私書いてあったかと思いますが、そ

れについて警戒基準があるかと思いますが、

それについて少し、こういう本部では対応が

難しいかなと思っておりますのでお伺いしま

す。 

 それと、自治会の件につきましては、１月

25日、上下水道の所長と副所長が来ていただ

いて自治会には説明がありましたが、やはり

51年９月の台風で100年に一度の大水害があ

って大津茂川が冠水し、ボートで作業された

ような経験を生かし、53年から雨水幹線事業

に取り組まれて、53年から平成元年まで工事

が完了したというふうに聞いておりますが、

それについての考え方と、それはそうかなと

思いますが。それから、市街化区域の幹線推

進事業というんでしょうか、それについては
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どのようになっているのかお聞きします。 

 それと、各学校への休校の連絡体制は今次

長が言われたように私も記憶しておりますの

で、いいです。 

 それから、今後の町の対策について、防災

マップについては20年に配布ということであ

りましたが、私もちょっと見ておりませんで

したので、それはまた見ておきます。 

 それから、雨水の場合はなかなか公費と私

費とありますのでいろんな難しい部分がある

かと思いますが、今部長が言われましたよう

に、町長の施策にも出ておりましたが、図

上、図上何やったっけ。 

（「訓練」の声あり） 

 図上訓練ね、19年から取り組まれたという

ことでありますが、それについてはちょっと

私理解しておりませんでしたので申しわけあ

りません。それについて今後進めていただき

たいと思います。 

 うちの場合はちょっと要望書見せていただ

くと、このようにちょっとこの間説明させて

いただいたんですが、この間の大雨のときに

もやはり、ここ県道なんですが、ここに水が

たまり、そしてここにすごく、駐車場に水が

入った家もありますが、かつかつ床下浸水に

は至りませんでしたが、この道と、ここがす

ごく増えて、ここは田んぼなんですが、ここ

でも冠水状態にあります。それから、ここ私

とこの目の前の道なんですが、溝が狭くて浅

くて、ほでここ全部たまってくるので、私と

この道の辺で20センチほど水がたまったんで

す、この間の雨量でね。それで、そういうこ

とでやはり太子町全域に向けてもこういう道

がたくさんあるかと思いますが、要望書はた

くさん出ているかと思いますが、今後いつど

んな被害が起こる、事故が起こるかもわかり

ませんので、よく優先順位を考えていただい

て、やはり早く取り組んでほしいかと思いま

す。何点か今ちょっと答弁求めましたが、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 質問事項が多岐に

わたっておりますので、ちょっと抜けるかも

わかりませんが。 

 まず最初に、雨量計でありますが、議員が

今申し上げていただきました、役場の３階の

公害監視室の西側屋上、ちょうどこの議場の

北側の屋上に設置しております。 

 それと、その雨量について、それによる注

意云々、それについてはちょっと今お答えで

きません。 

 それと、警報と注意報の違いであります。

警報につきましては、重大な災害が起こるお

それがあるときに警戒を呼びかけて行う予報

です。注意報につきましては、災害が起こる

おそれがあるときに、それを注意を呼びかけ

て行う予報です。というそのことでありま

す。 

 それと、冠水につきましていろいろお尋ね

でありますけども、まず黒岡初め住宅地に起

こった今回の冠水につきましては、ちょうど

梅雨前の溝掃除等がまだ済まされてなかった

ということで、溝等にごみが集中的に詰まっ

たということで起こったように聞いておりま

すが、それはそのすべてではありませんけど

も、住宅地内の冠水はそのような原因があっ

たようです。 

 そういうことと、それと先ほど申し上げま

した自治会での防災訓練、図上の訓練であり

ますけども、19年度から実施してると。昨

年、21年度におきましては15の自治会で実施

いただきまして、これに対する参加者は

663名だということであります。ということ

で、図上訓練、ＤＩＧと申しますけども、広

報なんかでこういう啓発を去年の梅雨どきに

行っているということで、今年もこういう梅

雨どき、出水期を迎えておりますので、それ

なりの対策を考えていきたいというふうに思

っております。 

 私のほうから以上です。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 先ほど災害箇

所の件でございますが、ターザンの裏側とい

うことでお話がございましたが、一部町道が
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あるわけでございますけども、そこに敷いて

おります砕石が流出したという状況でござい

まして、今後土のう袋等によってさらに敷き

詰めていこうというように対応を決めており

ます。 

 それから、丹生の自治会の件でございます

けども、先ほど申し上げましたように県道上

太田鵤線以西からの雨水の排水といいます

か、そちらのほうはかんがい用水をかんでい

るもんでございますので、一部落ち切れない

ような箇所がございます。今回、県道を横断

する手前で、西側になりますが、そちらを手

当ていたしまして、１号幹線のほうへ排出し

ようという計画で現在対応したいというよう

に考えております。 

 それから、災害の補助の採択といいますか

でございますけども、これは最大時間雨量で

判断をいたしまして、30ミリかつ災害があっ

た場合には時間雨量30ミリが基準になってる

と、それ以下であれば災害にならないとい

う、災害として扱われない、事業として扱わ

れないということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、丹生自治会の要

望よろしくお願いいたします。 

 それと、いろんな今ターザンのことの裏で

も、町道であるので砕石については敷き詰め

るということで、対応してくださるようなこ

とで安心しております。いろんな自治会や

ら、この被害について大変だったんだという

声を後で聞きましたので、ちょっと心配しま

したので、ここで言わせていただきました。 

 それでは最後に、安心して暮らせるまちづ

くりのために、町を襲う危機への備えとし

て、いろんな災害を想定し、初動体制の確

保、防災力の向上並びに自主防災組織のリー

ダー養成を図っていただき、平成22年度も図

上訓練や発災型訓練を取り入れた防災訓練を

実施するという町長の施政方針で46万円、事

業が出ておりますので、これを徹底していた

だきたいと思います。 

 それでは、ありがとうございました。これ

で一般質問終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で橋本恭子議員の

一般質問は終わりました。 

 ここで暫時休憩します。 

（休憩 午前11時47分） 

（再開 午後１時37分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 次、井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 １番井川芳昭、通告に従い

まして一般質問をいたします。 

 まず初めに、このたびバンクーバーオリン

ピックのパラリンピックに出場されました円

尾智彦選手が見事銀メダルを獲得されという

ことで、同級生の私のほうにも連絡があり、

メダルを獲得したということもあって、勇気

と感動をいただきました。先日もそのこと

で、教育委員会のほうで報告会という形で円

尾智彦選手が出席され、喜びに満ちあふれた

顔で東中の第１期生が第１回の太子町のスポ

ーツ大賞を受賞されるということを私は本当

に同級生として誇りに思っております。ま

た、この盛大な報告会を開いていただけたこ

と本当に感謝しております。ありがとうござ

いました。 

 では、質問に入ります。 

 平成22年第１回の定例会の総括質疑の中で

保険契約のあり方ということについて質問を

しましたが、明確な答弁をしておられない部

分が多々ございましたので、今後の対応も含

めて再度説明という形で質問をいたします。 

 １番目の太子町には町保有の自動車の任意

保険や行事保険等のさまざまな保険契約の仕

事がありますが、全国または県、市町村団体

保険契約以外はほぼ太子保険というところの

１社に独占的に契約をしているのはなぜかと

いうことで、前回の定例会の答弁の中で太子

保険さんは紳士的であるとか役場から近いと

いうような形で答弁をいただいておりました

が、本当にそれだけの理由なのかなというふ
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うに思うんですね。太子町内には保険代理店

をやっておられる方、または車の販売関係を

やってる方も含めてたくさんおられると思い

ます。皆さんこれ紳士的でないと商売はでき

ませんし、この狭い太子町ですから、店とか

おうちを構えられている方っていうのは大体

20分、またそれぐらいの時間内で役場には来

れるというところで、そういったことは、こ

の近いとかっていうことは全く理由にならな

いと思うんですが、やっぱり保険契約、太子

町の保険契約というのはもう太子保険さんほ

ぼ１社だけなんですね。全国または団体保険

契約以外はね。ほかの代理店の名前っていう

のが一つも出てこないんです。再度その理由

だけお聞かせ願えますか。 

○議長（佐野芳彦） ①から⑤まで続けて質

問してください。 

○井川芳昭議員 ２番目の太子保険さんと過

去何年間契約してきたのかということと、そ

れと３番目の太子保険さんとの平成20年度の

取引件数と、その保険料の総合計は幾らかと

いうこと。 

 それと４番目、土木工事等の契約では競争

入札や随意契約の方式をとっているのに、保

険契約はなぜしないのか。これでは保険料金

の軽減と代理店のサービス向上が図れないと

思うが、今後の対応と説明を求めます。 

 ５番目の本年度の契約状況を説明願いま

す。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 保険契約のあり方

についてのご質問でありますが、お答えいた

します。 

 １番から５問お聞きいただいとるんですけ

ども、順にお答えいたします。 

 まず１点目、１社が独占的に契約している

のはなぜかというそのことでありますが、ご

質問の保険契約先につきましては、各担当課

におきまして経年的なその対応の中で、事故

発生時における誠実な対応等を総合的に判断

したものでございます。 

 ２点目ですけども、ご質問の１社に係る経

年の契約についてでありますが、これについ

ては１社について改めて確認はしておりませ

ん。 

 ３点目です。状況についてのご質問であり

ますけども、これについては先の20年度の決

算委員会においてご確認、ご質問いただいて

おりますので、これにつきましてもご質問

に、その１社についての契約状況につきまし

ては確認しておりません。 

 ４点目です。入札等を保険契約はなぜしな

いのかというそのご質問であります。これに

つきましては、保険料が1,000円程度のもの

もあり、この事務管理については入札に適さ

ないものと思われる場合もありますし、また

大きな金額のものにつきましては過去に大手

の損保会社も含めた見積もりを徴したことも

あります。今後も今の事務形態で進めたいと

考えておりますが、そういう中で不都合なこ

とがあれば、そういう形態も変わることもあ

り得るものでございます。 

 ５点目ですけども、本年度の契約状況につ

いてのご質問ですけども、本年度におきまし

ても各担当課において順次加入手続を行って

いきますが、全課総体的には把握、確認はし

ておりません。以上につきまして、各担当課

におきまして適切にその事務管理を進めてい

ると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 それでは前の返事とさして

変わらないと思うんですね。これ、調べれば

多分すぐわかると思うんですよ。何でお答え

していただけないのかだけ再度もう一回質問

します。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 先の20年度の決算

委員会でもご質問いただいておりますし、と

りわけご質問のその１社についてのみ調べる

というんか、ということをしておりませんの

でお答えできないということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 私は、その１社だけで契約
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されてるから、そういった１社だけっていう

の、過去何年間ということも知りたかったん

ですよ。以前の議会でもそういうことを問う

てきて、今回は返事をもらえるのかなという

ふうにいろいろと思っておったんですけど

も、そういう返事でやっぱりご返事で終始さ

れるというのはちょっといかがなものかなと

思うんですね。ただ１社だけですから、複数

あれば複数あるからちょっと調べにくいとか

ということはあるかと思うんやね。１社だけ

やのに調べるにも、いや、できませんとかっ

ていうのは非常にこれちょっと疑問なんです

よね。私は、これ本当に過去何年間契約して

きたかということも多分すぐわかると思うん

ですけど、これすべて再度お答えできません

か。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 町の行事保険等に

つきましては従前、いわゆる共済保険に入っ

たり、また農協の保険に加入したりしており

ました。ただ、事故発生時等を考慮しました

ときに、何度も申し上げますが、誠実な対応

等含めて総合的に判断したということでござ

います。それと、その手の保険につきまして

他社の営業等、そういう対応もございません

し、今現在の形を継続したいというふうに考

えております。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 紳士的であるとか役所から

近いからとかということで、そういうことで

契約もされてきたということでね。この紳士

的ていうのは、契約者サイド、こちらでいう

たら行政担当者に対して誠実なのか。まして

事故が起こったときに、その被害者に対して

誠実なのか。その辺はどちらになるんです

か。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 事故発生時におけ

る誠実なというその言葉につきましては、双

方ということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 私の知る限り、その太子保

険さんていうのは、皆さん誠実かどうか、そ

れは対面的なことですから思われてるのかど

うかわかりませんが、私はそうは思わないん

ですね。ここで申し上げることはできないこ

ともあるんですけども。その太子保険さんだ

けに契約が長年にわたり続いているというふ

うに私は認識するんですけど、その契約、最

初契約に至った経緯、経過っていうのは説明

できますか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） ご質問の１社に対

する経緯、経過でありますけども、それにつ

きましては先ほど申し上げましたように、従

前行事も少なかったわけですけども、種々行

事等が増えた段階におきまして、その１社の

ほうから営業等があったと。それから、我々

のほうにもそういういわゆる需要のほうがあ

ったということです。そういう対応が双方に

ちょうどあったということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 この太子保険さん、太子町

の商工会も入られて、ライオンズクラブにも

入られていると思うんですね。こういう団体

に入っておられれば、そうやって太子町の保

険の仕事というのを一手に引き受けられるの

かどうかということもお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 固有名詞はお出し

することはできませんが、何度も申し上げて

おりますように、ご質問のその１社について

は非常に誠実な対応があるということであり

ます。それと、こういう保険契約については

入札等にもなじまないものだというふうに考

えます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 太子町内でも個人で保険代

理店やってる方、いわゆる業者という形で保

険事務所を構えている方たくさんおられるん

やね。保険契約、車にしたら一年一年のこれ

更新で、行事保険等に至ってはその日だけと

か３日、４日だけの契約で、まあ言うたら代

理店資格というのを持ってればだれでもでき
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るわけですね。その保険会社によってもいろ

いろと変わってくるんですけども、一般的に

は簡単に契約はできて、いろいろと入ること

ができるんですけど。事務執行において、予

算計上であるとか、いろんなところで、その

たびその都度その見積もりをとるっていうこ

とが非常に難しい内容かなと思たりもするん

ですけど、決算委員会でも各課ごとにそれは

取り仕切ってやっているという話もその決算

委員会の中でも聞きました。各課ごとにやる

んであれば各課ごとに違う保険会社の代理店

を入れて、そこでやればもうそれは既に問題

ないわけなんですね。それをなぜ一手にこの

一つの代理店だけに、これ東京海上だと思い

ますが、そうされているのか。その保険の契

約件数とか合計の保険料のことも、何年やっ

てるかということを尋ねても、わかってるの

におっしゃられない。非常にこれ疑問なんで

すね。そこに何があるんかなと。これ癒着と

しか思えへんのちゃうかな思うんやね、僕か

ら見ても、だれからも見てもそうですけど、

変えようとしない、件数は言わないというこ

とでね。前も、ちょっと聞き及ぶと、各課ご

とにという形で、決算委員会の中でも聞いた

らそれは各課ごとにやっているという形の中

で、ふと聞き及ぶところによると財政課を通

らないといけないんやとかという話もあるん

ですけど何かそういった決まり事っていうの

はあるんですか。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 今、財政課を通ら

ないといけないという話は全くあり得ません

ので、ここで否定をしておきます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 それは返事もらってありが

たいと思います。 

 じゃあ、どっかの業者が営業に来られれ

ば、先ほど部長の話では、ほかの営業も来て

ないからということで、それはそれでほかの

営業がまた来れば門戸広げますということで

理解してもよろしいんでしょうかね。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 先ほどご質問の中

で癒着というその言葉ありましたけども、こ

の事務管理については癒着しているものでも

ございませんし、ご質問のその１社に行政と

して確定をしているわけでもございません。

先ほどお答え申し上げましたとおり、今後に

おきましていわゆるその事務管理形態が変わ

ることもあり得るというご答弁しております

ので、そのとおりでございます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 最近、議会でもごみ収集の

件で森興業さんの話がよく出ることがあるん

ですよ。それは運搬費が高いとか、随契で何

十年もやってるとかということでいろいろと

やり玉に上がってくることがあるんで、非常

にかわいそうやなというふうには思うんです

けど、それに比べてこの保険の仕事っていう

のは、森興業さんもトラックで走って、もう

町民の目に見える形で仕事をされてますん

で、やっぱり目につくところでそういう話も

なったりすると思うんですけども、保険の仕

事っていうのもこれ形がないんですね。別に

汚れるわけでもないんですけど。だから、余

計に今まで長年にわたって契約してるってい

うことは、たちが悪いと私は思うんですね。

隠れたところで何かずうっと仕事、土木業者

の仕事のように入札でもなし、見積入札でも

ないという形でね。本当に太子町にとってこ

れええことなんかなと思うんですね。という

んは、今までも予算委員会とかその中で、決

算委員会の中でも、その保険の内容をわかっ

てらっしゃいますかということでよく質問を

したことがあるんです。担当課の方にもそう

いった車両保険、太子町の場合は車にしたら

全部一般の車両保険ていうの入ってるんです

ね。これはもう保険料金の一番高いやつなん

ですね。そういう保険に入っとられるという

のは、これやっぱり税金なんでね。聞いても

担当課の方はどうもわかっておられない。そ

の内容も何を担保されてるのかっていうのも

わかっておらないことがよくありまして。こ



－60－ 

れ車両保険の一般条件ていうのは、部長にも

お聞きしますが、これ何を担保されてるかわ

かりますか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 一連のそのご質問

でありますけども、まずご質問の１社につい

ては経年の中で誠実な対応をいただいている

ということであるということと、それと何度

も申し上げますが、入札等そこまでなじまな

いものということと、それと担保であります

けども、それにつきましては補償等のことだ

ろうと思いますけども、その辺も対応も含め

て、現在の事務管理の中でそこにお願いして

いるということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 よく車の保険とか一般の方

でも更新されるときっていうのは、ちょっと

保険料金高いんやと、どうにかして5,000円

でも1,000円でもええから安くなる方法はな

いかとか、一般の方っていうたらそういうこ

とで思われることが多いんやね。もう太子町

の場合は、今まで保険契約、車両保険にも、

車の保険にも限定しますけども、これちょっ

と高いなとか、どうにかもうちょっと何か何

とかなったら5,000円ほど安うならへんのか

とかというようなことをお尋ねになったこと

ありますか、代理店に対して。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 自動車保険に係る

そういう対応につきましては、担当課におい

て適切に処理をしているというふうに考えて

おります。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 その保険料が高いか安いか

っていうのわからないていうのは、比較対照

がないんやね。どこの保険会社でも、２社で

も３社でも見積もりがあってプランがあれ

ば、これはこういったことに担保されとんや

とかという形でいろいろと選択ができて、よ

り少ない経費でよりよい保険に入れるとかと

いうことを皆さんよく考えられるんですけ

ど。だから、１社で長年にわたって右から左

に契約するから、もう高かっても安かっても

それがわからないんですね。わからないし、

それは税金であるから余り気になったりもし

ないんですよ。これほんまに自分のお金でし

たら、これすぐに、今なんか通販で、ネット

契約でこういう保険もなったりして、通販は

安いからとかという形もあるし、いやいや、

そうでは困るから代理店で契約するんやて形

もよくあるんやね。だから、そういう二、三

社入れば保険料やったって１割ぐらいは簡単

に落ちたりするんですね。だから、そういう

ことが行財政改革というんですか、財政面に

もある意味貢献してくるということで私この

話をしてるんで、１社だけっていうのが一番

ネックになっとるわけですね。だから、そう

いうことでももう少し門戸を広げてという形

でしてもらわないといけないと思うんです

よ。この不景気ですから仕事を欲しい代理店

さん、たくさんおられるんやね。もうどない

してもとりたいんやと、皆さんノルマとかい

ろんなことを課せられてますからね。だか

ら、ある意味これは税金で保険料金を支払っ

てるんやという観点に立ってもらえばすぐわ

かる話やし、これ簡単にできることやと僕は

思うんですよ。その辺はいかがですかね。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 保険契約につきま

して門戸を閉ざしているわけではございませ

ん。ご指摘のその部分については、また担当

課のほうでも種々考慮というんか、検討とい

うんか、いたすと思いますんで。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 ご返事ありがとうございま

した。 

 もう一回再度、一番最初の件質問いたしま

すが、太子保険さんと過去何年契約をしてき

たんかと。もう一つは、20年度の取引件数、

合計保険料、これは絶対に言えないですか。

再度確認します。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） お答えします。 
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 その件につきましては、また１社について

のその確認というんか、しておりませんの

で、お答えできないということにさせていた

だきます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 本当に先ほども私言うたん

ですけど、複数あるんであればちょっと調べ

るのに時間かかるとかという形で答弁もいた

だけると思うんやけど、１社だけなんです

ね。１社だけやから答えられへんての僕わか

らないんですよ、それ、わかるのにわからな

いと言われることが。それも一つあるんです

けど、そういう右から左の契約をしてるか

ら、何に入っているかという、保険がね。よ

く個人さんでもあるんですよ。契約したけ

ど、その封筒あけんと、この車にどんな保険

かかっとんやろみたいなね。そら個人ですか

ら、もうつき合いの中でやってることがよく

よくあるんですね。保険が、もうあの人の頼

みやからということでね。これはやっぱり公

的なとこでやってるもんですから、ある程度

いろんなとこを、代理店のプランを出して精

査していただいてやっていただかないと、私

は本当にそういうとこからでも一つ一つ始め

ていただきたいというふうにこれ強く要望い

たします。 

○議長（佐野芳彦） 質問がぐるぐる回りよ

んで、答弁の息が行ってないんや、お互いの

あれがちょっと息が行ってないんやけど、あ

とこの件についてはどうですか、まだありま

すか。 

○井川芳昭議員 いや、もうこの件に関して

はこの程度にします、時間の関係もあります

んで。 

 ２番目の質問に入ります。安心・安全のま

ちづくりについて、これは丸尾部長もご存じ

やと思うんですけども、いつもこれ委員会の

ほうでも再三言ってきていることで、太子町

の太田のローソンのところの、サンスイミン

グスクールの東側にあるローソンのとこで、

出入り口付近の国道179号線に面しているの

で交通量が大変多く、北側からの進入路と隣

のカラオケ店の出入り口もあり、ほぼ立体交

差というような状況で非常に危険であり、い

つ事故が起こってもおかしくないという、地

域住民の方も心配しておられます。行政当局

の最終的な判断は立て看板が１つという結果

でありますが、これで安全・安心なまちづく

りと言えるのか、今後の対応の説明を求めま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この件につき

ましては、これまでも常任委員会の席上でも

何度かご意見をちょうだいし、またこちらか

らお答えをした件でございますが、地元要望

に基づいて、やはりあの交差点、角度が直角

でないという面もございまして、非常に左右

確認等々が難しい。そこへ電柱が立っていた

りというふうなこともございまして、地元の

要望によりまして、関西電力のほうの電柱に

ついても北のほうへ移動しております。ま

た、町といたしましても、ちょうど交差点付

近にございましたＷＩＮＫ、ケーブルテレ

ビ、それの単独柱を、それも北のほうへ移動

させていただいたというのがこれまでのハー

ド面の改良でございます。ソフト面といいま

すか、そういった面で、危険交差点といった

意味合いでの啓発といたしまして、交通事故

多発といった看板の設置をして、ドライバー

の皆様、通行される皆様への危険の警報的な

看板を設置をさせていただいたということで

ございます。 

 それだけでおしまいかということではござ

いません。とりあえず町としてできるところ

からやったというのが今申し上げたところで

ございまして、それまでやはりどうしても国

道179、これが中心になってまいりますの

で、やはり国、実際管理をされておるのは兵

庫県でございますが、県、構造的な面を見ま

すと兵庫県、また交通の流れといった規制的

な面からいいましても公安委員会、すなわち

たつの警察署のほうなんですが、そこの関係

機関とお話をさせていただき、事故防止のた

めのお話をさせていただいておりまして、そ



－62－ 

の中でやはり構造的な面の改良については非

常にすぐさま着手はできにくいという面がご

ざいます。これは、この５月の常任委員会で

もお答えをさせていただいたと思うんです

が、今後も引き続き危険な交差点ということ

で、交通事故の防止対策についてお願いがて

らお話を続けさせていただくということでご

ざいます。非常に国道の東側がちょうどカー

ブをしておりまして、大変現地見ましても、

もう従来からですが、見にくいなという面が

ございますので、そういったあたりの構造的

な面の改良となりますと非常に困難をきわめ

るなという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 非常に部長の答弁、まさに

見に行っていただいて、いろいろとしていた

だいてるなというふうに私は思っておりま

す。ただ、私もその駐車場に、ローソンの駐

車場にとまって１時間ほど見ておるときもあ

るんです。やはりカラオケ店から出入り、歩

行者もあり自転車もある、車も北側のところ

から真っすぐローソンに入ってこられる方も

おれば、右、左と回られる方もおって、本当

に信号でもどないかなる、なかったらあかん

のちゃうかなというふうに、また地元の方も

信号はどうなんやろうみたいなとこもあるん

ですが、その辺の信号をつけるとかそんな話

になりませんでしたか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） そういった交

通の流れといいますか、そういう規制といっ

た面でたつの警察署のほうとのお話は出てお

りますけれども、それらにすぐさま手だてと

いったところには至ってないところで、協議

をしておりますという状況でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 今も部長もいろいろと説明

していただいた中で、委員会ではそういった

経緯、経過の話が余り出てなかったように思

うんです。ただ、最終的なことでやれること

っていうのは看板をつけることだけやったと

いう課長の答弁もこの間あったとこで、私こ

の質問したんですけども、お店側に協議を持

っていくっていうこともされたんですか。そ

のカラオケ店であるとかローソンサイドに、

ちょっと入り口をこっち側にしていただける

かとか、そういったことの話はされました。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まだ店舗のほ

うへ出向いてはおりませんが、課の中での話

ではそういったこともあわせて検討するとい

うことで、課内での話はやっております。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 引き続いてそういった形

で、地域住民から出た一つ一つの危険箇所っ

ていうのは一つ一つつぶしていくとやはり安

心・安全なまちづくりになっていくと思いま

すんで、また今後とも前向きな形でですね。

私が一番願っておるのは、その経過のときに

また事故でも起こらないかなっていうことが

一番心配になるんで、できたら本当に早く、

極端なことでもしてでも、どちらかの進入路

を、カラオケ店やったらカラオケ店の進入路

だけでも防ぐとかという形ででも一つ一つ詰

めていっていただきたいと思いますし、この

件に関しては地元の自治会とも連携しまして

強く要望していきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上をもちまして私の一般質問終わりま

す。 

○議長（佐野芳彦） 以上で井川芳昭議員の

一般質問は終わりました。 

 次、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 では、３番中島貞次でござ

います。本日は通告に従いまして一般質問さ

せていただきます。本日は教育と福祉に関し

て質問させていただきます。毎度のことなが

ら一般質問する前は水泳競技で、さあ今から

飛び込み台から飛び込むぞという、そういう

緊張感でなかなかうまいこと質問できるかど

うかわかりませんが、その辺またよろしくお

願いいたします。 

 まず１点目、うつ病対策について質問いた
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します。 

 日本におけます自殺者といいますのは年間

３万人を超えているということが報道されて

おり、これはアメリカの2.5倍、それからイ

ギリスの3.5倍という多さであります。 

 内閣府の発表によります平成21年度版によ

る自殺対策白書によりますと、自殺の原因、

動機といたしましては健康問題が圧倒的に多

く、64.5％という数字で第１位になっており

ます。ちなみに第２位は経済、生活問題、

31.5％、第３位が家庭問題16.7％と、ほかに

比べて２倍以上、３倍、４倍のすごい値にな

っているわけです。 

 この中で、健康問題の中でもとりわけ多い

のが第１位として病気、つまりうつ病が

42.8％を占めるわけです。自殺対策する上で

もうつ病対策の重要性は大変浮き彫りになっ

ておると思います。そういう意味で、うつ病

対策の相談体制と専門に診療できる医療機関

の現状はどうかお尋ねいたします。 

 ２点目として、太子町として今後うつ病対

策をどのように推進していくのかと、その方

針をお尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、１点目

の専門に診療できる医療機関の現状というこ

とでございますが、その前に今現在、今中島

議員さんおっしゃいますとおり非常に自殺者

の数が多うございまして、平成10年から３万

人を超して、そのまま12年連続ということで

数字が出ております。内訳については今質問

の中でおっしゃったとおりでございます。 

 この相談体制というのは非常に大事なわけ

ですけれども、現在ここの兵庫県内の保健所

で毎月第３金曜日に心のケア相談といたしま

して、心の問題で悩みのある方や、その家族

の方の相談に応じておるというのが今の現在

の状況でございます。予約制でもちまして、

専門の病院の先生によります個別相談が受け

られるという内容でございます。 

 また、本町のさわやか健康課、また社会福

祉課の窓口におきましても随時ご相談はお受

けをいたしておりまして、その必要に応じま

して保健所の相談窓口あるいは専門の診療で

きる医療機関を紹介しておるのが現状でござ

います。 

 そこで、お尋ねの専門の医療機関でござい

ますけれども、この近隣、たつの市さん、相

生市さん、お隣の姫路市さんのこの範疇で申

しますと、揖保川病院、それから室井心療内

科クリニックを初めといたしまして18医療機

関ほどございます。近隣といいますか、通い

やすい範囲では特に姫路市さんが多いんです

けれども、大体18ほど医療機関、心療内科、

精神科等がございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 うつ病というのは大変悲惨

な状況に陥るのはご存じかと思います。例え

ば不眠とか、あるいは食欲減退、原因不明の

体調不良等々で、そういうことから例えば病

院を転々とされて全く改善が見られぬまま、

例えば体重が54キロから36キロまで減ったと

いう方も知っております。そういう状況で、

一度うつ病にかかりますと大変な状況になる

というのはもうご存じかと思います。 

 昨今、特に経済不況によりまして会社の人

間関係とか、あるいは給料が減ったとか、あ

るいはリストラされて、さあ次仕事どこ行こ

うかとかというふうな状況で大変悩んでおら

れる方が多いと、そういうふうに聞いており

ます。もうちょっと、相談する以前に、こう

いう症状があれば、うつ病の可能性がありま

すよというふうな、そういう周知、お知らせ

というのはできないものか、そういうふうに

考えますが、いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） その周知につ

きましては、兵庫県が既に取り組んでおりま

して、どういった症状といいますかサインが

出たらというようなことでパンフレット等も

作成をされまして、各箇所に配布をされてお

ります。本町におきましてもパンフレットが

来ておりますので、公共の窓口に置かせてい



－64－ 

ただくということをやっております。 

 その中身を一つかいつまんで申しますと、

好きなことに関心がわかないとか、人と会い

たがらないと、また以前と比べて表情が暗く

て元気がないといった、そういう目で見た客

観的なことが列挙されておりまして、要は当

該本人の一番身近な方、職場であれば同僚、

また家庭に帰ればご家族といった方が気づく

というのが一番であると。国が言ってますの

がゲートキーパーというような言葉で、私最

初何かなと思たんですが、そういった一番身

近な方で気づかれる方がやはりそういった相

談窓口へのつなぎ、専門の医療機関へのつな

ぎの役目を果たしていただきたいということ

でもって、そういったサインといいますか、

それらも列挙してパンフレットにされて配布

をされておるという状況でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 うつ病に関して太子町でも

社会福祉課並びにさわやか健康課等が窓口に

なっているという形ですけれども、実際うつ

病を家族の中で発症されますと、家族そのも

のが大変な苦労を味わうと。極端な話、わけ

わからないのにどっか行ってしまって徘回し

てしまうという状況も聞いております。そう

いう中で、今後太子町としてもうつ対策をい

かにやっていくかというのをまたさわやか健

康課並びに社会福祉課を中心によく考えてい

ただきたいと、そういうふうに思いますの

で、今後うつがかなり多いんで、その撲滅に

取り組む姿勢をひとつ、決意をお伺いした

い、そういうふうに思います。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） やはり交通事

故死が年々低下して、もう昨年では57年ぶり

に5,000人を切った状況の中にあって自殺の

数が３万2,000を超しておるということで、

国、県におきましても非常に力を入れており

まして、本町へもその自殺対策の窓口の設置

といったことも言ってきております。したが

いまして、本町におきましてもやはりこの対

策については国の方針といいますか指示が大

きいわけでございます。私も中を見させてい

ただきますと、やはり専門分野、これのスキ

ルアップといいますか、それから医療機関の

充実といったことが一番必要不可欠というよ

うなことがございまして、その辺町といたし

ましてそこへつなげる対応といいますか対策

について、国、県等々のそうした方針等も踏

まえて対応したいというふうに思っておりま

す。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございました。 

 次、２点目に移ります。携帯電話による電

磁波リスクについてお伺いします。 

 携帯電話の利用実態がベネッセ教育研究開

発センターからの調査報告で2008年度は、首

都圏の調査ではありますが、中学生では６割

を超え、小学１年生で１割、高学年になると

４割近くまでなっている、そういう報告があ

ります。そのような中、太子町の実態はどう

なのか教えていただきたい。 

 ２点目、海外では携帯電話が発する電磁波

のリスクを懸念する医師や研究者が増え、特

に電磁波に弱い子供の携帯使用を制限しよう

とする動きが加速しております。脳腫瘍の発

症の危険性が大きいとの指摘があります。欧

米各国でも子供の携帯電話使用について制限

や禁止をするところも出てきているのが現状

であります。日本では子供の携帯電話使用を

制限あるいは禁止すべきとの勧告は出しては

いない。今のところ脳腫瘍との有意な関連は

見られないとのことであります。2008年秋か

らはコホート調査が始まり、各小学校に依頼

をしているようでありますが、その参加状況

はどうなっているのか、把握されているのか

お伺いします。 

 ３点目、少しでもその危険性があれば教育

現場サイドとしても子供の携帯電話使用に関

して知らせるべきではないかと思いますが、

今後の取り組みについてお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） それでは、２点目

の質問の中で、携帯電話によります電磁波リ
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スクについてとご質問が３点ございました。 

 まず、１点目でございます。本町におきま

す携帯電話の小学校、中学校の保持率でござ

います。これにつきましては、本町におきま

しては学校への持ち込みは禁止という形で取

り組んでおる中で、保持してる子供につきま

しては学校外の利用実態という形での数値と

ご理解をお願い申し上げたいと思います。中

学校におきましては２中学ございます。西中

に東中、両方得まして33％の保持率でござい

ます。小学校につきましては４校ございま

す。その中で14％、平均になっております。

これを人数的に置きかえますと、中学校であ

れば336人、小学校であれば344人という状況

になろうかと思います。 

 それと、２点目の件でございます。ご質問

の内容は多分、青少年の携帯電話利用と健康

の全国コホート調査という形のご質問かなあ

と思います。これにつきましては、総務省が

設置しました生体電磁環境研究推進委員会が

取り組まれとう研究テーマかなあと考えてお

ります。その中で、全国の小学生、４年生、

５年生、６年生を対象にしまして、その保護

者を対象に、子供が携帯電話を使うことによ

り病気へのかかりやすさに違いがあるかどう

かという形を５年間の期間をかけまして追跡

調査をするようになってると認識しておりま

す。その中で、町内の小学校の調査依頼につ

きましては、確認をしましたけども、そうい

う調査依頼はなかったという形でございま

す。また、保護者へ対しましての統計調査で

ございますので、数字的には把握できてない

というところでございます。ちなみに、全国

的に小学校が多分２万2,000余りの学校かと

思います。数字的には若干古いかもわかりま

せんけども、910校余りが協力という形で、

４％がこの調査に協力してると伺っていると

ころでございます。 

 ３点目の質問の中身の中に、現時点での携

帯電話の電磁波と健康との関連につきまして

は、方向がまだ示されてないという形でござ

います。また、この調査につきましても途中

段階ということでの状況から対応が判断が出

てないという形を考えております。その中

で、今後ともこの関連の情報につきましては

十分注意しながら、また推移を見守っていき

たいと考えております。その中で、この調査

に伴います関連情報が入手また発信できる状

況がございましたら、学校関係には発信をし

ていきたいと考えてるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 我が町におけます小・中学

校における携帯電話保持率、保持数はおよそ

680名ということがわかりました。小学校に

おきましては、１年から６年まで幅広いんで

数字のばらつきが多分あると思います。 

 ただ、外国の研究者によりますと、生物学

的に見ますと、子供の脳というのは発達過程

にありまして、電磁波などの影響を非常に受

けやすいと。大人と子供と比較しますと、例

えば脳の厚さ、皮膚の厚さ等々全然違うの

で、その辺の電磁波というのは非常に受けや

すいという、そういう危険性が言われており

ます。 

 例えば一つの書物によりますと、携帯に使

われている電磁波を受けた場合、成人の脳の

中の吸収量というのは7.6、単位があるんで

すけども、一応7.6という数字にしときま

す。10歳児になりますと19.6、５歳児になり

ますと33.9というふうにして、電磁波という

のは小さくなればなるほど受けやすいと。ま

た、目のレンズ部分に対して、成人は1.5、

10歳児は7.6、５歳児は17.8というふうに、

小さくなればなるほど目のレンズの中にも電

磁波というのは非常に入りやすい。それだけ

危険性が多いということであります。 

 そのため、欧米各国では子供に対して、例

えば具体的にはイヤホンを使う、直接携帯を

耳に当てない、イヤホンを使う、あるいはメ

ールをするとか、あるいは寝るときは携帯電

話をまくら元に置かないとかというふうな措

置がされておられるわけです。あるいは、そ

ういう電磁波の、携帯の機種によりまして電
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磁波を発する強さがあるんですけれども、弱

い電磁波の携帯を使用するようにとか、そう

いうふうなところ、あるいは電波の通りにく

い場所では強い電磁波が出ますので使用を控

えるとかというふうな、そういう予防手段を

張っているわけです。 

 そういう意味で、同じ地球人でありますか

ら、アメリカ人と日本人は全く別物というふ

うにとらえるのはいかがなものかと。やっぱ

り同じ人間でありますから、ほかのところで

そういう危険性があれば日本人にもやはり危

険性はあると。日本の国全体がそういう今動

きになっておりませんので、やっと日本でも

調査が始まったという段階ですんで、何とも

お答えしにくいかと思いますが。こういうこ

とも、例えば小学校、中学校あるいは保護

者、ＰＴＡに関して、外国ではこういう事例

がありますよというのをひとつどっかの場で

お知らせしてはどうかと思うんですが、それ

についてはいかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 私、専門的なこと

を十分認識しておりませんので、そういう影

響につきましては、そういう形で示されたと

きには十分説明できるかなと思います。しか

しながら、今の状況で、こういう動きがある

中でこういう牽制、またこれを抱える問題が

生じますよという形には十分今の段階では周

知を図るのは難しいかなあと考えておりま

す。しかしながら、今言われてますように、

この動きが十分今後示されていく中でそうい

う発信もできるんじゃないかなあと思いま

す。そのときには危険性、またいろいろ問題

点も十分把握しながら説明できるような状態

にはしていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 こういう影響があるという

ことで、何も私自身携帯を使うなということ

ではなしに、安全な使い方ということ、そう

いうふうなことをひとつ研究されていっては

いかがかと、そういうふうに感じている次第

でございます。ですから、一つ危惧するの

は、子供の携帯使用者が将来脳腫瘍などにな

らないようにするためにも大人は打てるべき

手はすべて打つべきではないかと、そういう

ふうに考えておりますので、今後の世界の動

向あるいは日本の動向を的確に把握されなが

ら進めていただきたいなと、そういうふうに

思っております。 

 次、３点目に移ります。同じく携帯電話の

ことですけれども、携帯電話の有害サイト閲

覧防止についてであります。 

 携帯電話の普及は、先ほどの教育次長から

の報告にもありましたが、低年齢化しなが

ら、メールやインターネットが自由に、だれ

とでもできるようになりました。しかし、そ

の一方で、有害サイトの画像や動画もこちら

からアクセスすれば見ることができます。ま

た、逆に、突然こちらの意思とは関係なく配

信される場合があると聞きます。保護者とし

てどのように対策を講じていったらいいのか

悩んでおられました。フィルタリングの指導

は学校としてどのようにしておられるのかと

いうこと。 

 ２つ目、フィルタリングの方法について、

保護者の中には理解できない方もいらっしゃ

います。今後ＰＴＡを通じて、その理解を深

める機会、セミナー等を設けてはどうかと思

いますが、今後の取り組みについてお尋ねし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 続きまして、回答

させていただきたいと思います。 

 ご質問の携帯電話に伴いますフィルタリン

グの指導についてでございます。これにつき

ましては、学校での取り組みとしましては、

学校にはパソコン教室という形で小学校、中

学校ございます。その授業の中で、有害サイ

トの危険性また問題点等を十分説明しながら

閲覧防止の指導をしているところでございま

す。学校サイドから授業の中で、いろんな指

導をしていく中で、やっぱし見たいという形

の好奇心はだれかて持ってるんじゃないかな
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と思います。その中で、そういう状況が社会

に十分ございます。その中で、自宅等でのパ

ソコンや携帯電話でのそのような有害サイト

へアクセスする可能性は避けられないんじゃ

ないかなあと思います。その段階では十分そ

ういう危険性を共通認識という形で発信する

べきかなあと考えております。その反面、自

宅のパソコンまた携帯電話等につきましての

フィルタリング指導までは学校のほうから言

うのは難しいんじゃないかなあと思います。

それはあくまで保護者サイドでの取り組み方

また考え方が大きなウエートを占めるんじゃ

ないかなあと考えております。社会では本当

にこの問題につきましての問題また被害が発

生しているというのは十分認識してるところ

でございますけれども、現状におきます学校

での指導体制の中では可能な範囲におきまし

て注意の喚起は続けてまいりたいという形に

考えております。 

 それと、２点目のフィルタリングの理解に

つきまして、どう周知を図っていくんやと、

もう少し学校からという形もございました。

その中で考えておりますのは、そういうＰＴ

Ａからの要望等も受けながら、そういう集会

等で発信できるんであれば、そういう説明す

る機会等も確保しながら取り組んでまいりた

いと思います。先ほども言いましたように、

この件につきましては行政部分だけじゃなし

に、本当に保護者一人一人がそういう危険性

等には十分認識する中で少しでも防げるとい

う形につながるんじゃないかなと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 まず、パソコン教室におき

まして、そういうふうに有害サイトの危険性

というか閲覧防止について教育されておられ

るということに関して、今後とも厳しくとい

いますか、余り見るな見るな言いますとかえ

って見たがるのが人間の常でございますの

で、その辺は上手にまたよろしくご指導お願

いしたいと思います。 

 それと、フィルタリングのサービスの件で

すけれども、そのフィルタリングサービスを

知っているという割合は結構低い。ほとんど

の人は例えば携帯を購入するときにはよく、

よく言うんか聞かれたんですけど、フィルタ

リングしますか、されませんかというふうな

ことを携帯電話会社から聞かれる場合もあり

ます。そういうふうな意味で、フィルタリン

グサービスを知っているというのは小学校、

中学校なりますと非常に低い調査が出ており

ます。小学校で3.5％、中学校で7.1％、父親

になりますと32％、母親で16％ぐらいがその

フィルタリングサービスを知っているという

ふうな回答があるわけです。使っているのは

実際に小学校は1.2％、中学生0.8％、高校生

でも1.1％と、ほんのごくわずかな人しか携

帯のフィルタリングサービスは使っていない

ということで、非常に認知度、利用度ともに

極めて低いという調査結果があるわけです。

逆に、これも不思議なデータなんですけど

も、フィルタリングは知らないというお母さ

んが実に80％もおられたということなわけで

す。ですから、世の中全般にそういうフィル

タリングについての認識が余りにも薄いのか

なと、そういうふうに考えておりますので、

今後あらゆる機会を通じてフィルタリングに

関して指導といいますか、指導というたらあ

れですけども、周知をお願いしたいと思いま

す。 

 これはあくまで学校現場からですけれど

も、メールが勝手に届くということで、特に

チェーンメールなんかの被害が結構大きいわ

けです。例えばチェーンメールは中１で

23.1％のメールが来たと、高１で65.5％のメ

ールが来ましたよと。チェーンメールという

のはご存じかと思います。生活福祉部長ご存

じですね。特に防犯とちょっと関係がありま

すんで。チェーンメールというのは不幸の手

紙が来るわけです、メールに。それを何人か

に送らないとあなた不幸になりますよとかそ

ういうふうな、それがチェーンメールのたぐ

いなんですけども、そういうふうに連鎖的に



－68－ 

不特定多数への配信を求める手紙形式がチェ

ーンメールであります。そういう意味で、今

後こういう結構チェーンメールというのは多

くの中学生、高校生に届いているという実態

が出てきますんで、これの対策としては、Ｅ

メールであればメールを教えない、だれにも

かれにも勝手に教えないという。Ｃメールの

場合は、電話番号さえあればＣメールは勝手

に行きますんで、その辺難しい面はあると思

いますが、そういう、あと出会い系サイトと

か、知らない人からのメールとか、いろんな

メールが、お金の請求とか来るわけです。そ

ういう対策もひとつ考えなくてはいけないと

思いますが、これは教育次長と生活福祉部長

からひとつお答えを願いたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） フィルタリングの

件につきましても、ご存じかと思いますけど

も、有料のフィルタリング、または無料のフ

ィルタリングもあろうかと思います。その中

で、私自身も携帯電話のフィルタリングにつ

いて知っとるかという形になりますと、十分

理解していないのが現実かなと思います。そ

の中で、先ほどの答弁もございましたよう

に、本当にそういうサイトへの危険性のこと

をわかる、理解していただくという形が大切

なことではないかなあと思います。その辺、

家庭での注意というんですか、指導は学校サ

イドできる範囲はしていきたいと思います。

しかしながら、先ほども言いましたように、

こういう問題点は保護者が携帯電話を与える

という状況の中で、本当にその危険性がある

んやという形のことを十分子供たちと協議ま

た話をしながら携帯していくという形につな

がっていただければと考えるところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 私の考えとい

うことなんですが、この携帯の機器に関しま

しては、本当に今教育次長も言いましたよう

に、大人よりも子供のほうが知識が上といっ

た部分で、非常に指導といった面において、

我々親の立場といたしましても、現実問題と

して非常にしにくいというんですか、わから

ない部分がたくさんございます。そういった

専門にわかるところの俗に言います指導にか

かってこようかと思います。ただ、各家庭そ

れぞれ非常に多くのご家庭でもうほとんどが

携帯をお持ちでございますので、そのあたり

の周知をしていくというのは非常に難しい面

がございます。私もテクニックといいますか

メカに関しましては全くついていけない状況

でございまして、そういった詳しい方をもっ

て指導体制といいますか、案内体制といいま

すかを組む必要があるというふうに考えてお

ります。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ただいま生活福祉部長に質

問いたしました趣旨といいますのは、過日青

少年育成協議会がありまして、そのときにた

つの警察の生活安全課長、係長さんが来られ

まして、おれおれ詐欺とか、そういう関連か

ら、例えば有害サイトから不正なお金を請求

されて、それを振り込んだりとか、そういう

ふうな実害の被害があるとかというふうなこ

とで、要はそういう防犯の上からも子供と有

害サイトの関係性というのは非常に強いわけ

であります。そういう意味で、教育委員会は

もちろんですけれども、警察との関係性から

いきますと生活環境課が直接関係あると思い

ますんで、そういう防犯の意味からも今後取

り組みを強化していただきたいというふうに

思っておりますので、また今後子供たちがい

ろんな面で心身ともに被害に遭わないように

するために、特に大事な思春期を過ごす子供

たちですから、特に心の問題非常に大きいで

すから、やはり防げるものは防いでいくとい

うのが一番大事なことであると思いますん

で、今後その辺の指導と、これは家族一体と

なっての一つの取り組みでないとなかなか厳

しい面もあると思いますが、その辺の指導徹

底のほうをまた周知よろしくお願いしたいと

思います。 
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 続きまして４点目ですけども、最初に上田

議員からも質問がありましたけども、子宮頸

がんのことでございます。 

 日本は世界有数のがん大国である反面、国

民の命を守るがん対策ではいまだに後進国で

あります。そこで、がん対策の柱の一つであ

るがん検診について、がん対策基本計画では

2011年度までに受診率を50％以上という大き

な目標を日本として掲げております。そのた

めの方法として昨年度、女性特有の乳がん、

子宮頸がん無料クーポン配付を行いました。

配付以前と比べて受診率はどのように変わっ

たのか、その成果をお聞きしたい。 

 ２つ目、特に子宮頸がんは年間約１万

5,000人の方がかかり、約3,500人、これは１

日約10人の割合ですけれども、命を落として

おられます。子宮頸がんは、きちっと検診を

受けていれば命を落とすことはないと言われ

ております。ところが、さまざまな理由、例

えば時間がない、面倒だと、健康だから必要

ないと、お金が要る等々で受診する人が少な

いわけであります。ところが、気がついたと

きには遅く、子宮摘出か命を落とすという結

果になります。そのためにも昨年10月から日

本でも子宮頸がん予防ワクチンが承認され、

12月から発売がスタートいたしました。公費

助成によりワクチン接種を促進してはどうか

と思いますが、当局の考えをお尋ねいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、第１点

目でございます。がん検診の受診率の推移の

お尋ねでございます。平成20年度と比較をい

たしましての数字でございますが、子宮がん

検診の受診率につきましては8.4％から

18.6％へ、また乳がん検診の受診率は10％か

ら24.3％へと大幅に増加をいたしました。特

に特有がん検診推進事業が、クーポンでござ

いますが、これの配付をしたクーポン対象者

だけの受診率を見てみますと、子宮がん検診

で1.2％から19.9％へ、また乳がん検診につ

きましては4.8％から28.4％へと、それぞれ

大きく増加をいたしております。内容という

んですか、年齢段階を見てみますと、子宮が

ん検診、乳がん検診とも、やっぱり若い世代

の受診者数の伸びがございました。 

 以上でございます。 

 ２点目でございますが、子宮頸がんのワク

チン接種につきましては、午前中上田議員さ

んのご質問にお答えをいたしました。非常に

有効なワクチンであるということは認識をい

たしておりますが、やはり国の施策といった

ことが一番好ましい形でございます。社会全

体の問題、このがん撲滅につきましてはもう

日本の国の問題でございますので、特にそう

いったことを申し上げたということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 昨年度のがん検診無料クーポン実施により

まして子宮頸がん、乳がんとも大幅に増加し

たという結果ですけれども、ところがこうい

うデータがございます。先進国、ＯＥＣＤ加

盟国では、アメリカは検診受診率というのは

82％まであります。フランスは74、その他カ

ナダとかノルウェー、アイスランドなど

72％、低いアイルランドでも60％。日本全体

はどうかといいますと23％、極端に低いわけ

であります。この23％という数字は、ほぼま

だ太子町の数字から見ますと若干上目、太子

町のほうがちょっと低いわけですが、それで

も過去の実績から見ますと大幅な、クーポン

による効果といいますか、これだけ子宮頸が

んの検診を受けられたということは、やっぱ

り一定の効果はあったと思いますが、まだま

だ低いなというのが今感じた感想でございま

す。これは子宮頸がんに対するやはり認識が

余りにも薄いと。行政側でなしに、いわゆる

日本の女性の方。それは、一つは教育されて

いないという側面がやっぱり強いと思うんで

すね。 

 子宮頸がんにかかりますと、ちなみに子宮

頸がんの原因はご存じだと思いますが、ＨＰ
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Ｖということです。これにかかりますと、子

宮摘出、最悪命を落とすということがやっぱ

りわからないということですね。子宮摘出に

なりますと、私から講義をするような格好に

なりますけれども、要は子供が産めない、赤

ちゃんができない。ですから、結婚されて子

供を産まれて例えば子宮摘出なった方という

のは子供はできているわけですけども、未婚

の女性が子宮頸がんなりますと、子供が産め

ないということは結婚すらできないかもしれ

ないと、そういう悲惨な状況なってしまうわ

けです。最悪、命を落としてしまうと。最近

の傾向として、20歳代の女性というのが子宮

頸がんに約３倍かかる率が高くなっていると

いうのが現状であります。 

 日本産科婦人科学会や日本小児科学会で

は、11歳から14歳の女の子にそういう子宮頸

がんのワクチンを接種するのがいいだろうと

推奨されているわけであります。午前中の上

田議員の質問にもありましたが、やっぱり子

宮頸がんのワクチン、費用が高額になってし

まうということが一つの難点であります。し

かし、その効果ははかり知れないということ

です。日本の女性の一生を左右する怖い子宮

頸がんであります。 

 子宮頸がんのことはちょっと置きまして、

まず１点目のがん検診の無料クーポンの件で

すけども、これはこれで私自身は一つの成果

があったと、そういうふうに考えております

し、今後ＰＲの仕方というのはやっぱりひと

つ考えていかないといけないと思うわけで

す。無料クーポン、当然検査内容としてはそ

んなに精密でないといいますか、浅いといい

ますか、きっちりしようと思えば本当は細胞

診、子宮内から細胞を取り出してそれを検査

し、あるいはＨＰＶ検査、この２つを併用す

ることによって陰性と出れば、もう３年間は

がんにかからないということが実証済みであ

ります。そういう意味で、費用としてもこれ

安いわけです。3,000円少しで２つの検診が

同時にできますんで、まず１点、その辺のＰ

Ｒをするべきではないかと、そういうふうに

考えます。細胞診とＨＰＶ検査、ＨＰＶ、

あ、ＨＰＶはちょっと言っときます、ヒトパ

ピローマウイルスというウイルス菌で、これ

が子宮頸がんを発症する因となる菌でありま

す。その細胞診とＨＰＶ検査、それを推し進

めてはどうかと思いますが、ＰＲすべきでは

ないかと思いますが、その辺いかがでしょう

か。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） このがん検診

につきましては、検診受診のＰＲといいます

か、お誘いをしてるわけですが、その中にそ

ういった検査内容についてのご提案がござい

ました。完全な検査といいますか、それに近

い形での方法でございます。一度、実施をす

るに当たってはどういうことになるんかとい

ったことをまた検討したいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ぜひとも細胞診、それから

ＨＰＶ検査を進めていただきたいと。これは

後ほどワクチンのほうでも言いますが、ワク

チンはどっちかといいますと思春期あるいは

11歳から14歳とか若い世代が有効とされてお

りますが、20歳を超えたような大人になりま

すと、この２つの検査の同時受診が一番効果

があると、そういうふうにされております。

イギリスとかオランダでは２つの検査を併用

しますと子宮頸がんの見落としを限りなくゼ

ロにする、そういう取り組みも行われておる

わけでありますので、今後ＰＲのほうをまた

よろしくお願いしたいと考えております。 

 次に、子宮頸がんのワクチンのほうですけ

れども、ワクチンは先ほど言いましたが、ど

うしても若い、日本産科婦人科学会では11歳

から14歳の女の子がいいと。ところが、３回

接種で四、五万円かかると言われておりま

す。そういう意味で、どうしても個人負担で

かかる場合には非常に高額な費用になってく

るわけです。現在、日本の政府は2011年度の

予算に取り上げようというふうに今考えてい
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る最中で、まだ正式には決定はされていない

状況です。兵庫県におきましても何とかして

ほしいというふうな要望は投げかけておりま

すが、まだ実施というふうな状況ではありま

せん。今後、恐らく国、県の動向を見ながら

町でも対策を考えられるとは思いますけれど

も、例えば神奈川県の鎌倉市では子宮頸がん

予防ワクチンで対象を中学２年、３年の女子

生徒にしております。必要とされる３回分の

接種費用について、１回につきワクチン代に

相当する１万2,000円を助成し、これを除く

接種料の１回当たり3,000円を自己負担とす

ると、そういうふうに神奈川県の鎌倉市では

公費助成を９月から行うと、中学２年生、３

年生の女子を対象にということを考えておら

れる予定であります。今後、国、県の動向を

見ながらという一つの流れだと思いますが、

今後どうするのか、その思い、決意をひとつ

お聞かせ願いたいんですが。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今後のことに

つきましては、国あるいは県の取り組みの状

況を見ながら判断をしていくということでご

ざいます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 子宮頸がんはワクチンによ

って予防できるがんであるというふうに言わ

れております。限りなくゼロに近づけること

ができる、それがワクチンであります。何を

聞くか、ちょっと忘れました。ごめんなさ

い。緊張したら何かわからなくなっちゃっ

た。ああ、そうそう、これを言わなくちゃい

けないんだ。がんをなくす３つの方策という

のがあるわけです。 

 １点目は、子宮頸がんの精度の高い検診の

普及ということです。これはさっき言いまし

た細胞診とＨＰＶ検査、この２つを同時にす

ることによって非常に精度の高い検診がで

き、子宮頸がんを予防できると。２つ目は、

予防ワクチン接種の公費負担、これによって

がんが予防できると。３つ目、これが今後の

やっぱり政策として大事だと思います。これ

教育現場にも関係あると思うんですけれど

も、その子宮頸がん予防に関して一般に対し

て啓発をしていこうと。子宮頸がんにかかる

とこういう結果になりますよ。だから、気を

つけましょう。気をつけようと言ったって

も、これは普通の性行為をする以上どうして

も進入してくるわけです。進入してきても免

疫があればそれで消えちゃうんです。抵抗力

があって消えちゃうんですけども、免疫がな

ければ５年、10年のうちに細胞に付着したま

ま、やがてがんへと発展するわけですけど

も、そのがんの一歩手前のところでとめれ

ば、それは円錐削除といいまして、口の部分

だけを削除すればそれで子宮も残り、正常に

できるというふうなことがあるわけですけど

も、そういうふうにして一般の方へそういう

子宮頸がんのことを告知する、啓発するとい

うのが第一だということで、もう一点だけ気

をつけて、特に若い世代に多いわけですか

ら、これは一つ提案ですけれども、学校での

そういう性教育が小学校６年生に多分あると

思います。５年生でしたか。ちょっと自分の

娘がいつやったか忘れましたが、５年生か６

年生のときに初潮の関係であったと思います

が、そのときにこの子宮頸がんについても教

育をするべきではないかなと考えております

が、教育委員会のほうのご意見をお伺いした

いと。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） それこそ、そういう

指導内容を詳しく統一しなければ、誤ってそ

ういう子供のほうに好奇心で見られるような

ところもございますので、そういう資料等を

共通のものをつくってＰＲというんですか、

指導というんですか、そういうものに取り組

んでいく機関が出てくることを考慮というん

ですか考えながら、また性教育部会もありま

すので、そちらのほうへも働きかけていきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 この子宮頸がんというの
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は、知らない間にがんにかかってしまうとい

うことです。いざ子宮を摘出しますと、いろ

んな、死ななくても子宮摘出という状況にな

りますと、例えばよく聞きますのは、おしっ

こがいつ出るかわからない。正常な人間であ

れば尿意を催して、あ、トイレに行かなあか

んなというのがわかるんですけれども、子宮

摘出を受けた女性の方によりますと、いつ、

自分で尿意を催しませんから、ある程度の時

間間隔を置いてトイレに行って用を足すとい

う、そういう状況にまでなってしまうわけで

す。あるいは便意を催さないとかというふう

な感じで、本当は子宮頸がんというのは恐ろ

しい病気で、実際生活をする上で困るわけで

あります。そういう意味で、予防ワクチンの

接種の公費は11歳から14歳を中心に今後取り

組みを進めていく方向性で考えていただきた

いと思いますが、最後にその辺のことを町長

にお伺いして質問を終わります。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この問題、以前のＨｉ

ｂワクチンと同じでございまして、私も今子

宮頸がんのこのワクチン接種の件につきまし

ては、県下の町長会、また西播磨の市町長会

でも問題提起をいたしております。一緒にな

って県のほうにも要望等をしていき、速やか

にそうした対策ができるように県、県はまた

国等々に要望していき、全国国民のすべてに

そうした接種ができるように取り組みをして

いただきたいということで、これからもやは

り市町長会等を通じまして声をかけていきた

いと、このように考えます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上で一般質問終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わります。 

 ここで暫時休憩します。 

（休憩 午後３時09分） 

（再開 午後３時24分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 次、花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 通告に従って一般質問さ

せていただきます。 

 県道の太子御津線の枯れ木についてさせて

いただきます。体育館西の県道から南へ矢田

部までの両サイドに枯れ木が27カ所ありまし

た。ほんで、アベリアより高い枯れ木が27カ

所、目に入ります。これは町民の目の環境に

よいとは言えないと考え一般質問させていた

だきました。高いハナミズキやサザンカの木

は緑の芽が生き生きしています。その間に枯

れ木が27カ所もあるのは目をふさぎたくなる

ような情景です。“和のまち太子”にふさわ

しい環境にしていただくよう県へ訴えていた

だき、美しい環境づくりに努力していただき

たいと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） ご指摘の県道

太子御津線、約1,000メートルでございます

が、あの道路につきましては太子町のシンボ

ルロードとしての位置づけをいたしておりま

して、まさに太子町の中心を縦断いたします

重要な道路でございます。そのようなことか

らも、景観でも特に配慮が必要かなというふ

うに考えております。 

 また、そのほかの太子町域内を通過いたし

ます県道等につきましても、交通安全あるい

は環境、防犯の観点からも注視をしてまいり

たいというように思っております。特に危険

箇所あるいは環境上好ましくない状況等を察

知いたしました場合におきましては、速やか

に道路管理者であります兵庫県龍野土木事務

所の関係課に対しまして随時要望をしてまい

りたいというように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 私も、西播磨県民局龍野

土木事務所道路保全課へ５月20日に行きまし

た。ほんで、お願いできないでしょうか、去
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年もおととしも木が枯れてしまってる言うて

話しすると、県もお金がないからなあと言わ

れて別れてしまいました。その後、二、三日

して職員、岩谷さんというんですけど、職員

が視察に来て実態を見ていただいたそうで

す。その後、県道を通ってみますと、６月５

日土曜日には枯れ木が27本から20本に少なく

なっていました。また、６月６日日曜日には

４本残っていました。７日にやっぱり４本あ

りました。きのう８日には１本だけ残ってい

ました。６月８日に県土木に行って、１本残

して、20センチに切ってきれいにしていただ

きましたね、ほれから秋から冬にかけて新し

い木を植えてもらえるように配慮していただ

けませんかと聞くと、県土木は、いずれお金

がかかることなんでと口を濁されてしまいま

す。もし危険状態があればまたそれは別です

がと口を濁されます。本町としても環境づく

りを目指して県龍野土木へ強く強く要望して

いただけないでしょうか。部長にお尋ねしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 県のほうにつ

きましては、通常の管理、年間２回の剪定の

管理をいたしておりますが、そのときに枯れ

木等がある場合には補植なり植えかえ等を行

えるよう、さらに要望していきたいというよ

うに思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 とにかく今きれいにして

いただいて、あの道路の端に清原議員のおう

ちがあったり、井村議員のおうちがあるか

ら、きれいになっとんのようわかるでしょ。

もうほんまに、いや、だから。何か部長が２

回剪定してくれているというて今言われたん

ですけど、ハナミズキとかサザンカなんかは

よく見とるんですけど、でもこれ時間がたっ

たら物すごいぼうぼうにまた生えて、今きれ

いになっとんですけど、ぼうぼうになるとい

うて言われているんで、ぜひお金がないお金

がないと言われて何ぼ言われても、今年の県

の費用でできるかどうかわからないと、こう

いうふうに県土木のほうから言われているん

ですが、できるだけ太子町から要望を言わな

いとしてくれないと思います。だから、どれ

だけ県土木に嫌われても、だめや言われても

要望していただいて、秋とか冬が来たら美し

い木を、あの20センチほどある木をぱっと抜

いて新しい木を植えるそうですが、お金がな

いと言われても、要望次第でまた聞いてもら

えるかわからないから、ぜひ要望していただ

きたいと思うんですが、いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 要望につきま

しては、引き続いて要望してまいりたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 花畑議員。 

○花畑奈知子議員 はいはい。 

○議長（佐野芳彦） ３回、要望しますとい

うて言ってますんで、それ以外の質問があれ

ば。 

○花畑奈知子議員 いや、もうありません、

ありません。 

 じゃ、以上で終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で花畑奈知子議員

の一般質問は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、既に文書で質問

を出させていただいております点についてお

尋ねいたします。 

 １点目ですが、降雨が多いときの排水の確

保はできているか、災害対策はできているか

という点についてお尋ねいたします。 

 先日の雨で町内は道路冠水等があり、これ

は本町では最近にない状況でありました。佐

用町の被害に比べると被害は小さいですが、

それでも土砂崩れ、水はけ、木々が倒れたと

きの対策などについて考えておかなかればな

りません。今回の雨での対策に不備な点はな

かったか。今後における対策、心構えについ

てどう考えておられるかお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 
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○総務部長（村瀬 学） このたびの大雨で

のその対策に不備はなかったか。また、今後

における対策等についてのご質問でありま

す。 

 橋本議員のご質問にもお答えしたとおりで

ありますが、このたびの大雨による対策につ

きましては、23日午後11時30分に災害警戒本

部を設置いたしました。これにつきまして

は、近隣市町の設置状況と比較しても早期の

対応となっております。また、水防指令３号

が発令される前に２号配備体制の準備を行い

ました。今後の出水期に備えた対策として、

各職員に対して動員計画の周知を既に行って

おりますが、時間外等の緊急時にも迅速に対

応できるように職員の危機管理意識の高揚が

大切であろうと考えております。また、初動

態勢の確保としましても、最も重要な役割を

果たします自主防災組織との連携の強化も進

めてまいります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 このたびも職員の中には勤

務時間外にもいろいろと頑張っていただき、

そういうことが今部長が言われたように今後

とも職員の危機管理意識を十分高揚していた

だき、また自主防災組織との連携、これにつ

いてはもう少し実践的な訓練など、実践的と

いうか、図上訓練も含めてですが、それがも

う少し太子町全域でなされるように役場のほ

うからも働きかけを進めていっていただきた

いなという思いを持っておりますので、その

要望だけしておきたいと思います。 

 ２点目に行かせていただきます。教育の充

実についてお尋ねをいたします。 

 先に一般質問で述べましたけれども、本町

にも指導主事が必要ではないかとの件につい

てお尋ねをいたします。町長と教育委員会と

協議しておいてほしいとあのとき述べました

けれども、それについて結論が出たかどうか

お尋ねをいたします。 

 また、現在嘱託指導員が２名いるわけです

けれども、２名の嘱託指導員の職務の内容に

ついてご説明をいただきたいと思います。 

 また、現在嘱託職員は２名体制であります

が、これになって２年目でありますが、嘱託

職員１人の体制のときと比べてどのような点

が改善されているかについてお尋ねいたしま

す。 

 教育現場の内容、指導のあり方など、一見

すぐには目に見えないもの、しかし教育にと

って大切なもののために教育に携わる者（教

員）が心しておかなければならない点につい

て、本町の教員に対して一層深くて有意義な

指導が教育委員会として継続的になされるこ

とを願ってやみません。 

 町の教育畑ではない行政側のトップや幹部

にも教育の重要性をわかってもらえるよう、

教育長が一層努力されることを願っていま

す。そして、町内の施設の整備に力を入れて

きた、お金を使ってきた太子町に今後ソフト

面の充実、特にこの質問は教育の指導の面に

光を当てているのでありますが、そういった

ソフト面の充実に目を向け、行政の側に立つ

人たちに目を向けて理解しようとしてもらい

たいと強く願うものであります。 

 指導主事を１人置くのにかかるお金は

1,000万円程度と思われます。これまで太子

町が行ってきた箱物や施設の充実の費用の一

部をこのような面に向けてもらって、他市町

に既に置かれているように本町にも指導主事

が置かれる日の来ることを願っております。

教育長のお考えはいかがでしょうか。町長の

お考えはいかがでしょうか。お尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 指導主事の配置についてということでご質

問をちょうだいいたしておりますが、この指

導主事を配置することによりまして、直接的

なかかわりの中で学校現場への指導が徹底、

また課題等について現場からの説明等々を受

けたときに的確な指導、助言を行うことがで

きるようにということを聞いておるところで

ございますが、そうした中、今現在２名の嘱

託職員で対応をさせていただいております。
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この２名は、やはり経験も豊富でございます

し、新学習指導要領の内容、また生徒指導、

学校経営、教育相談、新規授業等につきまし

ての指導、また子供の学習権の保障、教師が

子供と向き合う時間の確保等々にもいろいろ

と相談に乗り、貢献をしていただいておると

いうふうに思っておるところでございます

が、指導主事の配置に当たりましては、いみ

じくも今質問にもございますように、金銭的

な問題だけではなくして、それで１名の指導

主事を配置するよりも２名の経験豊富な嘱託

職員で回していただくほうがよりベターでは

ないかなという思いで教育長と相談し、今の

２名体制で臨んでいっていただいておりま

す。この体制を通していきたいと思うんです

が、近隣の行政体を見ますと、指導主事の配

置がなされているということは私も十分認識

はいたしております。そこら本当に、この２

名体制のほうがいいか、１名の指導主事を配

置するほうがいいか、金銭面だけじゃなくし

て、そうした体制のあり方というのは、この

１年間また十分に見きわめ、教育長と相談し

ながら対応を考えていきたいと、このように

考えております。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。先

ほどのご質問の件ですけども、町長と教育委

員会と協議してほしいということで、結論が

出たかどうか尋ねるというご質問ですけど

も、今町長さんのほうから言われましたよう

に、嘱託指導員のほうで、現在の２名体制で

いくというようなことでの結論でございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、２名の嘱託指導員の職務の内容

というようなことですが、今のところ学校園

の努力目標設定指針に関する事項、学校園の

学級経営に関すること、幼稚園教育に関する

こと、教職員の研修に関すること、自然学校

推進事業に関する事項、教育委員会評価に関

する事項、学校評議員に関する事項、トライ

やる・ウイークの推進事業に関する事項、そ

の他学校教育に関する事項、表彰に関する事

項が１名の嘱託職員でございます。10項目ご

ざいます。そして、もう一名には学校ボラン

ティアに関する事項、心身障害児就学指導に

関する事項、学校保健会に関する事項、日本

スポーツ振興センター災害共済給付に関する

こと、教職員の叙位叙勲に関すること、生徒

指導に関する事項、教育相談に関する事項、

特別支援教育に関する事項、教育課程、指導

要録に関する事項、校園長会に関する事項、

学校園の行事計画及び調整に関する事項と、

計11項目を担当していただいております。こ

れをこれだけの項目を担当してもらっている

分だけが、学校に対する即座に回答ができ、

指導ができるということですので、学校のほ

うの負担というんですか、今も町長さんが出

されてましたように子供と向き合う時間が確

保されるというような面で非常に有効に働い

ていただいてるところでございます。 

 ２人体制の利点と改善点というような項目

があったと思いますが、残念なことに去年か

ら２人体制でいっとりましたんですが、１名

の嘱託職員が家庭の事情で退職しましたの

で、新たに２名体制で本年度からいってるわ

けでございますが、事務的な内容を覚えなが

ら、また今の言った項目を処理していってる

ところでございますが、これから成果が出て

くるのは、やはり２年、３年と、より教育行

政に経験を踏む中からそういう成果が見えて

きて、指導体制が確立するものじゃなかろう

かなあと思うわけでございます。 

 そして、教育長の指導主事に対する意見も

述べよというようなことですので、私の意見

を述べさせていただきましたら、確かに近隣

の市町を見渡しても専門の指導主事が配置さ

れているのは事実でございますが、現在のど

の市町、また国民的な課題になっていますよ

うに、地域の教育力の低下や家庭でのコミュ

ニケーション等々の不足のために社会的に孤

立感が増して、学校教育への期待や要望は本

当に年々増加しております。また、この傾向

はこれからも続いていくものと思っていると

ころでございます。 
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 この２人の指導員の配置によってまた効果

があるというのは、福祉課のほうと連携も図

られて、地域の子供の問題行動、また親の子

育ての相談が的確に処理ができて、一つの子

供が抱えている課題というものは本当にその

背景には多くの複合的な課題がありまして、

それを的確に指導ができて取り組むことがで

きますので、その子供たちが学習をし、また

学校で楽しく過ごすことによって住みよいま

ちづくりの環境づくりに貢献していくものと

思われます。 

 また、学校の現場の教科指導のほかにも安

全・安心、防災指導、または食育、情報教

育、特別活動、総合的な学習、また道徳、人

権、読書指導、小学校での外国語活動、また

兵庫県型の教科担任制、体力向上等々の指導

が本当にたくさんあります。このような学校

現場が本当に煩雑な中で充実していくために

は、やはり的確な指導が必要になっていくわ

けでございますので、これからも町部局との

指導主事の配置等については、現体制を維持

しながら実現に向けて努力をしてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 文書で質問している中で、

嘱託指導員が１名から２名になって改善され

た点はということをお尋ねしてるんですが、

これについてはいかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 今も１名の者が10項

目、もう一名の者が11項目の指導内容を持っ

ております。それが合計21項目を持ってるわ

けでございますが、それを２つに分けて図る

ことによって、今のところ幼・小の部分と、

それから中学校の部分というふうに担当を分

けて指導してるわけでございますので、そう

いうふうに１人が幼・小・中を持つのでなく

て、２人体制によって、細分化にすることに

よって指導が徹底するものとしているのが現

状でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 この質問を出した時点では

この件について教育委員会と町長がまだ協議

はされていなかったわけですが、数日の間に

今おっしゃったようなことを協議されたので

あると思います。 

 それで、今いみじくも町長が言われました

が、お金の問題ではなくてということをおっ

しゃいました。それで、私はここに指導主事

１名って書いてるのは控え目に書かせていた

だいていて１名という書き方をさせていただ

いております。ほかの市町を見ますと、太子

町規模でありますと必ずしも１名だけでなく

複数指導主事がいるということはご存じのこ

とかと思います。ですから、本当は１名でな

くて、もっと複数でも置いてもらったら、そ

れは教育現場にとっては、また恐らく教育長

の立場にしても喜ばしいことではないかと推

察いたします。だから、今おっしゃった、町

長が言われた１名の指導主事をお金から考

え、お金から考えてという言葉、そのように

言われたかちょっとあいまいですが、お金か

らいえば嘱託員のお金２人を足しても１人の

指導主事よりもはるかに安い金額であります

が、どうも私のほうから見ると、お金がもう

大変であるからこのようにやってるのだとい

うふうに受け取れます。太子町のこの歴史を

見てみますと、どうもこの指導主事を今まで

置いてきておられないと。ですから、そうい

う教育の面に行政側のトップも、もしかした

ら十分もっと目を向けていただいていたらよ

かったのかなと思う面もあります。また、教

育委員会、教育長の側でも、他市町ではある

のに本町ではこういう状況である、もっと教

育に力を入れてもらいたい、そして、そうい

ういろんな今教育長が説明された、今述べら

れたのは21の項目でありますが、そういった

ことを十分現場でそれが果たされ機能してい

くような、そのような体制にもっと持ってい

ってもらいたいというような訴えを教育委員

会のほうからもしてきてほしかったなと。そ

のようなことの実態で今日の太子町の実態が
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あるのではないかなと私は推察しています。

すぐにというと、また難しい面もありますの

で、そういうことの重要性というものは、ま

た私も教育委員会のほうにも申し上げ、また

そのことについて教育委員会から町長部局の

ほうにも言っていただいて、ぜひとも私は１

名を実現してほしいということを言ってるの

でなく、教育の充実をさせてほしいと。それ

は多ければ、１名でなくて２名いたほうが、

それははっきり言えばもっといいわけです。

控え目に１名ということを言わせていただい

ておりますので、その点はご理解いただきた

いと思います。今ちょっと私が言いましたよ

うな線に沿って教育委員会も町長部局に働き

かけるなり、考えていただけたらなと思うん

ですが、教育長いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 今も最後に答えさせ

ていただきましたように、教育現場の内容と

いいますか現状を協議しながら町長部局のほ

うへ働きかけることはこれからもしてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 教育長も指導主事の必要性

については前のときに答えられた答弁でも述

べられておられました。私も、それは全く同

感でございます。またいろいろとお話をさせ

ていただいたり、ぜひ実現に向けて微力であ

りますが意見を言わせていただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 じゃ、これで終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 次、桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 それでは、通告の順に一般

質問を行います。 

 まず最初に、災害対策についてでありま

す。この件ではいろいろ先にも質問があった

わけでありますが、特に最近の異常気象と地

球温暖化と言われる中にあって豪雨というの

があちこちで起こり、またゲリラとも言われ

ておる要因であります。したがって、どこで

発生し、被害が出てもおかしくない。比較的

災害の少ない当地方でも、先の佐用における

こともありますけれども、本町に近いところ

でもせんだっての集中豪雨によって冠水とか

浸水とかの被害とあわせまして山ろくの崩壊

等も起こっております。これらのことについ

て伺いますが、これらは実際上行政として掌

握をしておかなければなりませんが、予測が

できたのかどうかが私は問題だと思います。

予測ができておれば必要な対策のための手だ

てが講じられる、こうなるわけであります

が、この点どうか。 

 それから、いわゆる住民の安全・安心とい

うのは町行政の主要なことでもありますし、

そのための対策が今後もこれに対して必要な

んでありますが、その点についてとりあえず

説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） このたびの雨によ

る被害について予測ができたことか、また安

全・安心のためのその対策等についてのご質

問でありますが、今回の大雨につきまして

は、総雨量については予測も出ており、予測

はできましたが、時間雨量が最大となりまし

た午前６時前後の強い雨に伴う災害について

の予測は困難でありました。しかしながら、

職員の連絡体制の整備や日ごろからの予防対

策により被害を今後において軽減することは

可能と考えます。 

 また、洪水ハザードマップを活用して、そ

れぞれの地域の実情に応じた図上訓練など各

自治会と連携して実施し、危険箇所の把握を

行っていきたいと考えております。 

 さらに、地域防災計画に基づき予防対策を

講じ、災害が発生した際には迅速な対応を行

っていきたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先の報告、全協で報告を求

めたとき、さらには先の説明でも山ろく崩壊

箇所が２カ所で、あと浸水等の箇所19という
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ことでございましたけれども、こういうなぜ

私が予測ができたかどうかを聞いたかといい

ますと、一つは崩落等が起こったところの今

後の危険性ですね。特に今回は前山のところ

なんですけれども、40年余があるわけです

が、岩、いわゆる岩だから、岩まで削って、

岩だから安全だと、こういうふうに思ってい

た人もたくさんいらっしゃる。そういう中で

今日一応崩落が起こってるわけですから、こ

れらについてやっぱり例えば太子山等の急傾

斜地対策もこれまでありましたし、そこに住

んでいる人は前に、51年災のときにはあちこ

ち起きましたし、ここは大変、自分たちがそ

の後視察をしても、こういうところはえらい

とこやなあと思うところも山田のほうでもあ

りました。しかし、そこでおうちを建てられ

る、そういうことについては建築確認申請な

どを通じて実際はまあまあオーケーされてる

わけですよ。そういう中でのことなんで、今

回も40年余りこんなことなかったのに心配だ

というのもありますし、またそれに対する対

応が必要だと思うんですよ。その辺はどう

か、対応について説明を求めておきたいと思

います。 

 それから、浸水等もそうですが、今回も、

先ほどもちょっと指摘がありましたように、

一つの例としては太田の城山からのストレー

トに水が道のようなところを通って流れてく

る。そしたら、東西の側溝で受けられない。

当然ですわな。上から出てくるもので、上に

は堰堤もつくられて一定のことはあるんやけ

ども、51年の災害の教訓の中からつくったも

のでも今回は排水機能をそれぞれが果たして

いないと、こういうようなことが起こってる

思うんやね。 

 それから、その浸水等の中では道路等公共

施設が堰の役割を果たす、こういうことで起

こっているところが比較的高所であったり、

太子町の上流域ですね。一つは、平地では市

街化区域内の馬場とか、あの辺です。それか

ら、比較的高所というのは広坂等のことがあ

ります。縦断している県道などによってその

排水機能を失う、そういうような状況がある

と思うんですけど、それらについてもきちっ

と対応がなかったら、災害を未然に防止した

り、安全・安心のまちづくりはできないと、

こうなるんです。そういうことについての取

り組み。それから、予測ができないはずのな

いものですよ、すべて、それは。 

 それから、先ほど馬場のことも言いました

けども、水路に排水機能を求めとるから、と

てもじゃないが一定の雨量ですと排水がきか

ない、それがあふれる、そして古い、比較的

低い造成されているおうちはもう下まで来る

と、こういうような状況が起こってるわけで

すね。水路の機能はあくまで水路です。河

川、排水を主としたようなところに誘導しな

ければならないわけなんですが、それらのこ

とについても予測ができたら必要な対策を講

じるということですが、その点はどうかとい

うことなんです。 

 それから、暗渠とか溝ぶたが結局は障害に

なったりしているところ、これも馬場のとこ

ろなんか見たらようわかります。前にも私は

昨年度、一昨年度の災害のときにたつのの中

垣内川の例をとったりして言ったことがある

わけなんですが、暗渠から吹き上げてくる

と。こういうことのために予想しなかったこ

とが起こっとるということがありました。そ

れらを教訓にしたら、それらの障害を取り除

くための手だてを講じるっていうのが大事な

んじゃないかと思うんですよ。その辺のとこ

ろも予測ができることですから対応が必要だ

と思うんです。 

 あわせて、水の問題は、上から下へ流れる

んですから、どっかに滞留するところがなか

ったら、いきなり排水できないところでは滞

留が必要、遊水が必要と、こういうふうにな

るんですが、それらも今、佐用のときにもい

ろいろここで論議されてるわけであります

し、あちこちで今問題になってる中で、遊水

機能を果たすための施策、都市公園も含め

て、また遊休地、農地を含めて手当てをして

いくようなことが必要であるということを言
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ってきましたけれども、それらの確保の手だ

ても予測ができたらしないといけない。当然

のことだと思うんですが、そのことと、それ

から万一の場合のマップの問題では避難所の

再整備、とてもじゃないが水が出たときに

は、道路が水路化しとうわけですから、わか

らんわけですから、避難所があっても避難所

まで到達できない、そういうときの避難所の

設定、こういうことも必要だと思うんです。

すべて予測ができないものではありません。

予測をしたら対策が必要なんです。そういう

点、説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） まず、危険箇所等

の確認とか対策についてのそのご質問で、こ

のたび前山において東斜面と西斜面の崩落が

発生したわけであります。特に助久地区の前

山の西斜面で落石等のおそれがあったという

ことでございますが、太子町の洪水ハザード

マップにも町内の急傾斜地崩落危険箇所とい

う確認で色づけをしております。また、太子

町の地域防災計画におきましても急傾斜地の

崩落危険地ということで、全部で53カ所を上

げております。これにつきましては兵庫県の

ほうに通知をしまして、兵庫県の告示をして

いるものでありますが、そういう中に今回の

その助久地区の西地区も含まれているという

ことです。 

 こういうことに対するその対策等、今後の

対策でありますが、先に午前中にも申し上げ

ましたハザードマップを活用した図上訓練と

いうものにおきまして、各自治会において各

地区内の危険箇所を日ごろから確認いただく

という活動を今続けているわけでありますの

で、今後一層、今回進めておりますのはＤＩ

Ｇ活動と申しますけども、地域の人を知る、

いざというときに頼りになる人はどこにいる

のかということ。近所に手助けが必要な人は

いないかという、人を知るということ。ま

た、地域を知るということで、自分の住む地

域がどうなっているのか。また、災害時に大

きな安全な場所、危険な場所はどこかとい

う、地域を知る。もう一つ、災害ですね、災

害を知ると。どこで、どのような災害が、ど

れぐらいの規模で予想されるのかと。この３

点について地域で確認をしていただくという

ことで、今こういう地域での図上訓練を進め

ているということでありますので、ご質問の

内容について、そういう危険箇所、地域の危

険箇所を地域の皆さんにみずから知っていた

だくということを今後も一層続けていきたい

というふうに考えております。 

 それと、流水とか冠水の部分については経

済建設部長のほうでまたお答え、私のほうか

ら避難所の再整備の設定等についてご質問が

あるわけですけども、これにつきましても太

子町の地域防災計画に町内の避難所、避難場

所等を掲載しております。日常のそういう図

上訓練、また我々が地域に入っていろんな地

域のお話を聞くに当たりまして、ご質問のそ

の点につきましても今後改めて確認をしてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 先ほど総務部

長のほうからもございましたが、急傾斜地に

つきましては現在指定のある太子山の分が今

県のほうで工事を進めていただいておりまし

て、以降平岩あるいは丹生というような状況

で危険箇所の対応をしていく計画で現在県の

ほうでお願いをいたしております。 

 それから、道路公共施設がつかるというこ

とで、特にこのたび道路が堰になってという

ことで、龍田地区でバイパスから北側で一面

海のような状況がございました。これにつき

ましては、昭和60年に都市下水路の認可の取

得をいたしまして、現在計画としては排水計

画等については持っておりまして、既に公園

化、総合公園の事業化などでは現に大津茂川

へ流下が懸念するために町道の松ケ下国道線

に新たなボックスカルバートを埋設しており

まして、太子龍野バイパス以南の排水機能は

現在所期の目的を達成しておりますが、バイ

パス以北につきましては既設の隅田川拡幅並
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びに本線からのバイパスを整備することによ

りまして大津茂川に排出するというような計

画としておりますが、現在の状況は非常に厳

しい状況で、事業化につきましては至ってい

ないというような状況でございます。 

 それから、水の問題というか遊水地の話で

ございますが、特に市街地におきます遊水地

につきましては必要性を感じております。今

後、都市計画変更の手続をしてまいるわけで

ございますけども、遊水地の指定等について

も当然その分については考えていきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先ほど説明がありました急

傾斜地のことについて、一応平岩と丹生とい

うことが挙げられておりますけども、全体的

には先に説明があるとおり急傾斜地はあるわ

けですね。ほで、かつてはやっぱり原坂で

も、今回はあそこはそれほどなかったわけで

すけども、原坂のところでああいう崩落が起

こるようなことが起こった。だから、どこで

どういうふうに起こるかわからへんと。だか

ら、太田の田中のとこでも、今ちょっと言い

ましたけど、東西の側溝なんか狭いもんでし

ょ。住宅造成のためにつくったようなところ

へ流れていったってどうにもならへんと。そ

ういうところにストレートに堰堤の側から落

ちてくると、それはどうにもならんからさば

き切れんことになると。おまけに流木等が出

てくると。狭いところですから、何ぼ深うて

も同じことで、それが障害になったりしてよ

り一層危険を増大させる、そういうふうなこ

とが起こっているわけですよね。 

 それから、市街化区域の中では、なぜ馬場

とか北のほうを取り上げるかというのは、北

にあっても南へ東南の方向に本来的だったら

水が流れていくように北西のほうから大体地

形がそうなってるわけで、自然に逆らわない

ように流下させていく。市街化区域の中って

いうのは、それぞれの道路が一定の高さを、

路面高を持っとる。ほいで、その下に暗渠的

なものが一応入っとる。東西で受けて南北で

処理する、それが機能するようなところは極

めて少ないんですよ。鉄道の下のことでよく

論議されるけれども、やっぱり南北の処理が

ついて初めて大津茂川の側に水処理が行われ

たり、太子の場合は内陸部ですから播洞川の

ほうに向かって姫路市で受けてもらうと、こ

ういうふうにならざるを得ない地形の中にあ

るわけですから、上流域は特に遊水がなかっ

たら、いっときに危険が伴う、そういうこと

になるんですよ。新しく家がどんどんどんど

ん建ったら、いや応なしに低いとこに水が行

きます。これ当たり前のことですわ。そこの

中で、古くからあるうちは犠牲になっとった

らよろしいと、もし町が思とんだったら、そ

こで今言ってみたらええと思うんですけど、

そんなむちゃな、太子町の今日に貢献したと

ころで、その人たちは犠牲になったらよろし

いと、そういうことではない。そういうこと

も含めたら、一定の遊水を確保しない限り、

当面のことも、安心・安全は買えないと、こ

うなるんですよ。僕、今までそこの西中学校

のところの西本町の向こうのことよう言いま

したけど、同じことがあちこちで言えるんで

す。しかし、上のほうで問題になってるのも

そういうことです。 

 それから、龍田のバイパス以北のことにつ

いては、いっつもあそこら辺は白海になる

と、そういうようなことの中で、先ほどちょ

っと答弁にありました総合公園から２メータ

ー50のボックスで流していく、だからあそこ

では調整池は要らないということで町はやっ

てきたんですよ。ほんでも、調整池必要だと

いうところの中で調整池は不要やと。ほい

で、その排水管をいける。そして、農免道路

にまた同じように管をいける。それで処理が

できるということで、２本の隅田の関係のも

のはできるから安全だと言うてきたんです

よ。しかし、西からの水があの暗渠に落ちま

す。一方の水はそれ以上どないも、あっこで

吹き上がるような状況ができて、ドウグワン

ノ橋のとこですよ、それから南はそれぞれの
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とこがありますから、なんですけども、あそ

こで衝突をしたら排水どこやない、あっこで

吹き上がるぐらいの勢いであると。こういう

ことで、県道、今の町道になってますけど、

上太田へ行く道の北側も白海だと、瞬時に白

海やということが起こっとるわけです。だか

ら、今までには５月、こういう時期にはそん

なことはなかったわけですね。だから、時期

構わず、いつどういう形のものが出てくるか

ということですし、その前山のことだったっ

て、箇所はそういうふうにしておりましたと

いうものの、やはり山林の管理を含めて、山

林っていうのは自然に岩のところも風化をし

てくる、亀裂を通じて崩落も起こる、水を抱

える力が薄ければ薄いだけ崩落が起こりやす

い、そういうようなことが起こってきてるわ

けですから、本当に危険が予知できた、こう

いう予測できたんだったら予測できたような

対策が、これから水の問題も、急傾斜地と言

われる、いわゆる傾斜地のところも必要な対

策が行われて当たり前と。 

 それから、広坂の例ちょっと挙げましたけ

ども、これは町は今までにも現場でも説明聞

いたところなんですよ。知らないとは言えな

いところがあるんやね。あれはやっぱり県道

を越えて、側溝を通じて排水がきかないとい

けないのに、実際はいわゆるヒューム管的な

ものがいかってて、それがもうどうにもなら

んから越えるっていう、あっちこちあるんで

すよ、これは、１カ所でないですけども、そ

ういう問題が起こってるというのは、いわゆ

る暗渠的なところにいろんな障害が起こる。

それから、溝ぶたのところが障害になる。出

てくるところはいっぱいあるわけですから、

それをやっぱり言ってることは、必要な対策

講じなあかんと。現場も見たはずですから

ね。それらのとこから、もちろん緊急度のあ

る危険なところから工事にかかったり、そう

いう安心を確立するっていうことは大事なん

ですけどね。しかし、必要なことについては

速やかに取り組むということがなかったらい

けない。 

 それから、遊水のためには何を置いてもや

っぱり遊水に必要なこと、これから排水を確

保するというてもすぐにできるわけじゃない

ですから、少なくとも遊休地の借り上げ等の

対策を含めて必要な取り組みをしないと、浸

水等から住民を守ることはできないと思うん

ですね。そういうことについて再度説明を求

めます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 急傾斜地、また雨

水の排水についてのそのご質問でありますけ

ども、総合的に私のほうからお答えいたしま

して、またあとつなぎますけども。 

 山の急傾斜地につきましても、また水につ

きましても、こういう太子町の都市的な大き

な変化のもとでも、やはり地域の長年の覚え

というものがあろうかなあと思います。何度

も同じことを申すわけですけども、そのため

にいわゆる自主防災組織また自治会でのその

確認を町のほうがさせていただいて、一緒に

地域のそういう覚えを再度確認して、地域の

実情に応じた対応を今後進めていくという取

り組みが一層必要かなあというふうに考えま

す。同じ答えでありますけども、そういう活

動、そのためにいわゆる図上訓練等を一層進

めていくというふうに考えております。 

 総合的には以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 特に市街化区

域内の水処理という部分につきましては、先

ほども申し上げましたが、雨水計画の見直し

等を行う予定でございまして、遊水地等の設

置等についても今後検討するという状況にな

っております。 

 それから、道路、広坂、特に広坂周辺の箇

所につきましては、先ほども申し上げました

が、現在排水の計画としてはございますが、

実際には事業に至ってないというふうな状況

でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 事業にあったらいついつど
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うやというて、そこはやっぱりそれぞれちゃ

んとしとかなんだら、あんなして言うとんの

に言うてということに当たり前になるんです

よ。また、後追うてこういうことが起こった

ら、あのとき言うとんのにと。ほで、もし何

か人災的なことが起こっとったらどないする

か言うて、先ほどなんか人災のことありまし

たけど、やっぱり人災起こったらどうするん

かということもありますし、明らかに排水機

能障害になってるようなところは少なくとも

除去をする。しかし、上からやっていくと下

に影響を与える、これは当たり前のことなん

ですから。しかし、それどこからどうやると

いうのは、排水のいわゆる排水力があると認

められるところから必要なところ手をつけて

いくと。そやけど、下が十分まだはばけよる

のに上で詰まるというようなところは早く排

除しないと、そこはいつもそんなことになる

ということなんです。だから、抜本的な対策

を立てるに当たって金が要ることになるわけ

ですから、そういう点からいえば、一番やっ

ぱり同意を得ながら当面の間、固定資産税の

処理などで土地を借り上げてでも遊水機能を

持たせるようなところを確保するなども有効

な私は手段やと思いますよ。だから、それを

一つの手だてを講じることによって抜本的な

後の対策が必要かと。 

 それから、よく雨水１号とか言います。こ

れどういうふうにできたかといいますと、沖

代線に入っとる管、これが下水道管として、

もう町が基本的な方針を持たずに分流式や合

流式や言うて結局無用の長物になり、実際の

機能を果たさんというような状況がある中

で、それらの点検をしているときに、その当

時は林田川へ放流する手だてを講じると言う

たんです。しかし、あれを向こうへ持ってい

くというたら大変なことになる。だから使わ

ない。一方、やっぱり雨水については下水道

対策としてやっていかなければならないとい

うことで１号幹線という手当てをしたんです

けど、１号幹線はあくまで水路の整備です。

深い深いものをつくっても、実際は排水力っ

ていうのはそういうことにはならないんです

ね。もう全体的な落差に基づいて行わないと

いけないということになりますから、その上

流域にあるところでも、そこがいっぱいにな

って、東西でいっぱいになるから、南北がさ

ばけんもんですから東西でいっぱいになっ

て、それらの受けになってるところが浸水を

する、冠水をする、そうなるんですよ。実態

見たらそうですから、だから予測をできると

こで、まちづくりの基本にせなあかんと。も

う今さら遅い面がありますけど、今からでも

手がけていかないといけない問題があるとい

うことに気がついていかないといけないんじ

ゃないですか。その点どうですか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 遊水地に関し

ましては、先ほどからも申し上げております

ように、計画変更の中で盛り込んでいこうと

いうような対応を考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 まあまあ、それ何ぼ言うと

ってもそういうことなんだろうと思いますけ

ど、排水路が仮にできても、今ちょっと、あ

そこを見たかなあ、ドウグワンノ橋のとこに

公園側からこうなっとるということを。それ

衝突すんや、水は。下もそうですわ。農協の

とこからあそこら辺でみんな衝突すんや。そ

したら、弱いほうはもう機能を失うんや。ど

こもそうなんですよ、全国ね。そやさかい、

そういうようなことを含めて、ほんまにあっ

こで下へ落ちよんですか言うて疑問すら地域

の人たちは持っとるんや。ほいで、家が建て

ば建つほど一気にあっこへ集中するんです

よ。どこでもそうなんですね、遊水なかった

ら。だから、あれがほんまに機能したんかど

うかも検証しといてほしいなあというのが現

にあるんですよ。ほたら、機能しとっても全

体の水の流れからいうたら機能障害起こしと

んだと私は思うんですよ。違いますか。あれ

だけのことになってくるというのは。はけよ
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うけれども、はける量以上に重なってくると

いうことと、衝突するところの機能というの

は全然違うことになると思うんですけどね。

そやさかい、そこらは見えとったらわかるん

ですよ。見えんから、暗渠は。だから、それ

と大津茂川側からあの辺も、あれは全体的に

はフラットのような格好になっとんですわ。

取水のためと排水のためというて両方の機能

を持ってるのが上太田の北のほうの水路なん

ですよ。これは前にも指摘したんやけどね。

両方の機能を持っとうから、あっちこっち流

れるんや。ほいで、大津茂川のかさが上がっ

てくると、そちらへもはばけんから川島の南

に行っとうわけですわな。だけど、それも上

がってくれば、実際上は排水機能は持たせへ

んということ。 

 それから、ちょっと言い忘れましたけど、

ヒナサイのとこでも道路が、こないな物を運

ぶような形になったというのもあるわけです

から、それらのことも含めて、水の害という

のはどこへどういう形で及ぶかわからんから

必要な対策を講じるべきやと思います。あと

聞きましたんで、おいおいまた指摘したいと

思います。 

 次に移ります。介護保険の見直し等につい

てでありますが、通告でも指摘をしておりま

すように、2012年度、再来年、これは５期目

の総合的な見直しっていうことになるわけで

すけれども、介護報酬と診療報酬、これらの

同時改定の時期っていうことになるわけであ

りますが、これに向けまして過日社会保障審

議会介護保険部会、これは厚労相の諮問機関

なんですが、厚生労働省が来年の通常国会に

介護保険法の改定案を提出をしようと。それ

に向けて、11月をめどにこの部会の意見を取

りまとめる方針と言われております。これら

のニュースは既にキャッチ、掌握しとると思

いますが、これによりますと、保険料負担を

増やしてサービス取り上げが議論をされてお

ると聞いております。こうなりますと、ます

ます保険あって介護なしになる可能性がある

わけであります。これらのことについて、市

町からやっぱり介護保険のほうの基本的な役

割、使える保険でないといけないということ

を再々言いますけれども、お金の窮屈な人が

安心して使えるような保険、これが大事なん

です。金持ちはどないでもしますけども、や

っぱりお金の窮屈な人たちが安心して使える

保険にしないといけない、そういう立場から

市町が声を上げないと、この方針がまた法

律、改正内容になってしまうということで、

ニュースをキャッチしとったら、それに向か

った取り組みが必要だと思うんですが、いか

がですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 国のほうでの

状況につきましては、審議会の中で議論がと

いうんですか、始まったという情報はキャッ

チをいたしておりますが、その中身について

はキャッチをいたしておりません。ただ、推

測の範囲でございますけれども、やはりこの

社会保障制度の大きな一つであります介護保

険制度でございます。これまでも改正がござ

いまして、非常にサービスの低下といったよ

うな側面もあらわれ、また最近ではその調査

方法等によりましても非常にぐあいが悪い部

分があるといったようなことがございまし

て、その際もやはり実態、現場の実態とかけ

離れてはいかんというもとで国のほうも急遽

調査をされて手当てをされたということがご

ざいます。このたびも23年の策定に向けまし

て、もうそういった基礎資料、あるいは２月

でしたですか、それぞれの関係者のほうに意

見、要望を募集をされたというふうに聞いて

おります。特に、やはり介護現場あるいは利

用者の方のそういった声というのを反映させ

るという審議会の意向であろうと思います

が、もちろんこの実態からかけ離れないとい

う部分で必要な調査であったろうと思いま

す。今後、自治体向けのそういった国からの

調査等がございましたら、やはりそういった

機会をとらまえまして、我々保険者としての

思いといったもんもお伝えをできたらという

ふうに思います。 
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 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 実際は、言い方としては、

老健局長のここでの発言を見とると、2012年

度に向けて持続可能な介護保険制度を構築す

ると。これ、町が言うことと同じこと、どこ

でも聞くようなことなんやね。その中身は、

いわゆる負担を強める、先ほど言いましたけ

れども、保険料は今全国平均では4,160円

と、それを12年度には5,000円を超える金額

だと、可能性があると、そこで言うとんや

ね。ほた、負担は増えるけれども、介護内容

はどうにもならへんということで実際上は、

だから11月にこういうことをもくろんでやっ

ていこうと、こういうような動きですし、そ

のときに地方が声を上げるべきというのは、

やっぱり地方が運営する制度ですわね。だか

ら、地方としては運営しやすいように意見を

言うけれども、利用者の立場で物は言うてな

いと。違いますかな。本来は、これを利用す

る人たちがお金の心配をせずに、もう要らな

い、ほんで必要なときに必要な介護が受けら

れる、それが当たり前だと私は思うんです

よ。そういうことで、市町、運営者側からの

意見だけ言ったんでは、運営しやすいよう

な、保険料上げてもうたりすることだとかし

か言わない。ご案内のとおり、やっぱり専門

家がその中で言ってることというのは、経団

連の側なんかはやっぱり保険料の問題を言っ

たり、それから給付の制限を言ったり、それ

は財政的な面でいえばそんなことになるんで

すわ。しかし、利用する側から言ったら、今

何を切って、何とか今の介護でもどうしたら

ええやろ言うてそれぞれが工夫されてるよう

な実態ですから、その利用する側から物事を

考えて反映しない限り、生きた介護保険に対

する意見を言ったことに私はならないと思う

んですよ。その立場で物を言うかどうかなん

や。どうなんですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 立場としまし

ては、利用者の方と、また保険者というのは

若干違うわけですが、負担という意味合いで

持ちますと、利用者の方も、また保険者も負

担がかかってまいりまして、今言われますよ

うに負担がかなり重くなるということなりま

したら、我々保険者といたしましても同様で

ございますから、やはり一種反発といいます

か、そういったことが当然中で生じるという

ふうに思いますので、そういった意味合いで

今回の、このたびというんですか、次回の策

定に向けての議論というのが非常に難しいな

という思いでおります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 多分、運営主体のしんどさ

より、だから運営主体がしんどいから保険料

の問題とかで、まあ上げたらええとかという

ことになってくるわけですよ、今の動きは。

今ここでやってることはそんなことなんです

よ。だから、そんな意見が何で出てくるか、

やっぱり運営上そうやりやすいように意見を

言ったりするというのが利用者の側からある

わけですからね。むしろ私が言よんのは、ほ

んまに負担をし、そして保険料を掛けて、そ

して必要なときに保険を受けたい、使いた

い、にもかかわらず使えないことにならない

ようにしよう思たら利用者の側からじゃない

とあかんねで、どない言っても。それを研究

して物を言うということでなかったら、先ほ

ど来国や県やらといろいろ言うてますけど

も、やはり地方から、特に運営主体からも本

当の意味の利用者の側からの声が伝わらない

といけないから今私は言よんですよ。その辺

はきちっと対応してもらわないといけない

と。 

 それから、すぐに対応できない中に介護度

の認定制度があるわけやけど、コンピュータ

ー判断じゃなくて、専門家の中でもケアマネ

が判断すればええと、こういう声もいっぱい

あるわけです。そないなとこに金使わんで

も、ケアマネが判断してちゃんと公正に行う

ことが必要やと、すぐに対応できるように。

そのためにケアマネあるわけやからね、資格
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を持って。だから、そういうことにすべきや

ということがあり、そういう経費も節減をし

たりしていく中に今回の位置づけがなかった

らいけないと、こういうふうに思うんです。

それらについては認識は一緒ですか、どうで

すか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） もう先ほども

申しましたように、実態と離れてはいけない

というのがこの前の調査項目のところで実際

に生じました。ですから、国といたしまして

も、また保険者といたしましても、そういっ

た現場というんですか、現場と利用者の接点

のところを一番よくわかっているのはケアマ

ネというようなことでございますから、そこ

の意見をかなり取り入れたなあというふうに

前回は思いました。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 認定審査会みたいなもん廃

止をする、いや、コンピューターによるもの

がもう。それから、ケアマネ判断ちゅうのは

当たり前のことで、経費の節減にもなる。そ

の点は後々ちょっと経過見ときたいと思いま

すが、今物言わないと、決まってから言うた

ら、法律ですから言うておたくら皆言うわけ

やから、今物言うて、今の時点で利用者の本

当の声を反映すべきやと思いますので、その

点また後々にも追及もしたいと思いますが、

その点確認をしておいてください。 

 それから次に、何分なったかな。 

○議長（佐野芳彦） 10。 

（「残り12分」の声あり） 

○桜井公晴議員 うんうん、まあまあ、災害

のほうでちょっと思とったから、それでいい

ですわ。 

 ３つ目、教育基本法に基づく食育推進計画

についてですが、食育基本法は、その目的に

「食育に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、食育に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し」としまして、その18条２

項で「市町村は市町村食育推進計画を作成

し、または変更したときは、速やかにその要

旨を公表しなければならない」と、こういう

ふうにしております。本町においても食育推

進計画を定める必要があると思いますけれど

も、この対応について。特に安全・安心の食

事をしていく上で、また産する人たちの取り

組みをじかに見ることも含めて、本町の取り

組みは必要だと思うんです。その点、方針等

について説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 食育への取り

組みでございますが、本町におきましては食

育基本法ができる前、平成15年に10カ年の計

画ということで、太子町地域保健推進計画を

策定をいたしております。その中の健康づく

り部分、健康づくりに関する部分を健康たい

し21計画ということでまとめまして、住民の

皆様と行政が一体となって健康づくりを推進

するということでこれまで来ております。ち

なみに健康たいし21計画の７つの分野がござ

いますが、その第１の分野が栄養、食生活と

いうことになっております。それで、この

10年計画であります地域保健推進計画をこの

平成24年度に見直すということになっており

まして、このとき同時に食育推進計画を策定

したいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただ、24年というたら何年

後ですか。ゆっくりしておるわけではいかん

し、今家畜の口蹄疫の問題がありますわね。

そういう中で何が問題になるかというたら、

宮崎なんかでは観光行政にも影響与えとる

と、こういう問題も今報道されてるとおりで

ありますから、少なくとも先に学校給食の面

では上田議員も質問されておりますことも含

めて地産地消、それからこれは市町村の計画

とあわせて学校などの計画もしないといけな

いというのが食育基本法ですわね。その辺を

どう位置づけて今後食育を進めるかだと思う

んですが、目的を説明しておりますように、

本当にこの食育計画というのはなぜ今ごろ起
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こるんかという、17年の制定ですから、今ご

ろに食育基本法を定めてどないするんやとい

う意見もあった中でこれを定める、そういう

ことになってきたわけですから、その意義を

しっかり受けとめて取り組むということ、任

意性の、今のところは制定義務は直接課せら

れてるわけじゃないからゆっくりしとこうと

いうようなことかもしれませんけど、この食

育計画に基づいてつくっていくと、やっぱり

これに基づいてやらなきゃならないというこ

とになるわけ。だから、24年までゆっくりし

とこうということなんですかな。ちゃんとつ

くって、それに縛られながら推進するという

のが学校給食も含めてじゃないですか。こ

れ、教育長には昨年６月にも尋ねたことで

す。６月やったかな。何月かに尋ねました

な。学校でもちゃんとこれに基づいて、基本

法に基づいてやるべきやと。その辺どうなん

ですかね。ゆっくりしとんのは今の時代では

ないですよ。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ゆっくりして

るんではないかというご指摘なんですが、努

力規定でございます。そういう意味合いでは

ないんですが、今、先ほど申しましたよう

に、それに類似する健康たいし21計画を今推

進中ということもございまして、まだ食育推

進計画のほうへの策定には至っておりません

が、やはりこの事業内容にいたしましても管

理栄養士の職員を新規採用して、こういった

食育また並びに健康づくりにそのスタッフを

調えるといったことをやっておりますし、今

各種健康教室、もう食育の教室を開催をいた

しておりまして、ただ漫然としておるという

わけではございません。ただ、やはり国の基

本計画、また県の推進計画等がもう策定をさ

れておりますので、その内容に沿って本町で

の推進計画というのは策定をするということ

でございます。それの年度が24年度予定とい

うことでございまして、以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 間もなく定刻の５時が

来ますが、会議規則第９条第２項の規定によ

って会議時間を延長します。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 再度言うときますが、５条

の子供の食育、それから６条の食に関する体

験、それから伝統文化、食文化、これ大事な

ことなんですよ。それがはっきりこの中にう

たわれて、一緒に考えて一緒に臨む以外に地

産地消の問題も定着しないと思いますんで、

それまた後で指摘はします。 

 次の４番目の住民と協働、住民参加のまち

づくりについてに移りたいと思います。 

 基本計画等の推進に当たりまして、個々の

計画の策定段階から決定、施行の段階のすべ

てにわたりまして住民の参加と協働でなけれ

ば私はならんと今も思いますし、強く言いた

いと思います。これを実践するためには、ま

ちづくり基本条例（自治基本条例）というの

が制定で担保していく必要があると思います

が、取り組みの経過について説明を求めま

す。 

 あわせて、条例がもしなくても、総合計画

でもうたってるような成熟段階からの住民参

加を具体的に進めるということでないといけ

ないと思うんですが、その点について取り組

み、また対応について説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 住民との協働、住

民参加のまちづくりについて、またまちづく

り基本条例の制定が必要であろうというご質

問であります。 

 まちづくりを進めていく上におきまして

は、住民参加が不可欠であり、そのためには

住民参加条例もしくはまちづくり条例等を定

めて、住民の参加を制度的に保障することが

大切であろうとのご意見につきましては、従

前からご質問いただいております。 

 自立のまちづくりを進めていくためには、

まず行財政改革への取り組みが最重要であ

り、その上で住民、議会、行政、この三者が

一体となるまちづくりを進めていく、連携と

協力、いわゆる参画と協働が有効に活動する

環境を整理していくことが不可欠であろうと
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いうふうに考えております。 

 現在、町のほうにおきましても、住民参加

の機会としましては、パブリックコメント制

度による住民の意見聴取の手法の導入、また

公募による各種審議会委員としての参加機会

の創設、協働を進めるために不可欠な情報公

開制度の導入による住民との情報共有化のた

めの制度など、参画の制度の準備を進めてお

ります。 

 住民に積極的に行政に参画いただくために

は、行政情報を適切に住民のもとに届けるこ

とが大切であり、その取り組みとして「広報

たいし」また町ホームページ等の内容を充実

させ、町民にとってわかりやすい情報の提供

を行い、行政と住民との種々の情報の共有を

図るとともに、より多くの住民に参画と協働

を促していきたいと考えております。 

 また、まちづくりの集いや出前講座の開催

等を推進するなど、まちづくりに対する住民

の参加意欲の高まりを推し進めてまいりま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今、全国的には、３月31日

現在なんですが、制定団体は182と、こうい

うふうになっており、兵庫県下でも朝来、篠

山、相生、宝塚等があるんやね。だから、そ

れは一方、今、議会基本条例の検討、成案は

してるわけ、今協議中でありますが、これら

と同じように、一方ではやはり議会もこの取

り組みをしとる。町の側にとりましても確か

な裏づけとなる参加の基本なんで、これが今

言われるようなものでは、すべて満たしてる

とは決して言えない。すべての段階で、町が

これまでうたってきた方針から見ても当然門

戸を開くものが違うし、手段としてパブリッ

クコメントやとか、そういうものではない

と。すべての町民がそれへひとしく情報を共

有し、政策方針をつくる場合に、また施策の

大型のものをつくっていく場合に、やはり参

加を条件とする場合の情報を公開する、当た

り前のことなんですけども、意思決定の段階

から住民の参画を仰ぎと町は言うとんやね、

仰ぎ仰ぎ言うて。仰ぎという言葉を使ったら

ええだけではないんですよ。一緒になって考

えて、一緒になって推進する。ほんで、行

政、議会、住民、それが一体となるような取

り組みというのは当たり前のことなんですけ

ども、まだ時期尚早的なことを、同じことを

言っとるなあと思ってるんですけど、やっぱ

り責任を持って情報を提供して一緒にやると

いう姿勢に立つべきだと思います。 

 あと何分。 

（「４分50秒」の声あり） 

 次に移ります。また後々指摘もします。 

 最後の質問に移りたいと思います。この問

題というのは、少子・高齢社会に向けた取り

組みとしてのことで伺っておきたいと思いま

すが、通告でもしておりますように、県は少

子・高齢社会における質の高い生活の実現に

向けてをテーマにした県民意識調査の結果を

先ほど発表しました。この結果の理想の子供

の数、理想とする少子・高齢社会の姿、希望

する今後の高齢社会対策、子育てに係る問題

点、子育てに関して行政に望む地域への支援

等について、本町でも関心を持って対応する

必要が私はあると思うんです。この取り組み

等について。ほいで、この内容は私は照会も

受けとうへんねやけど、承知しとるわね、町

側は。しとるね。これの一つ一つについて、

私は全部を答えてもらわんでもええと思っと

んです。今、指摘したことについて太子町で

生かしていくことが大切やと思います。内容

は、できたら理想の子供の数と、先ほど言っ

たことについて、住民意識調査の結果答えて

いるものはそっちから紹介してください。私

は言いませんので、時間の関係で。そちらか

らちょっと紹介してくれませんか。見とんで

すから、結果も、これはこうですと。それを

どう生かすということを説明してくれて言う

とんや、私は。説明してください。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 県民意識調査

というんですか、成果のもんは手元に持って
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おります。今、議員さんのほうから五、六点

の点を上げられました。特に、高齢者、また

子育ての分野でございましたんですが、やは

り調査結果を見てみますと、希望する今後の

高齢社会対策では公的年金の充実というのが

一番突出して高い。続いて老人医療の確保、

そして高齢者の孤立を防止するための地域の

仕組みづくり、高齢者が暮らしやすいまちづ

くり、そして在宅介護の充実といったことが

40％を超える、上位に占める内容となってお

ります。あわせて、理想とする少子・高齢社

会の姿としましては、健康で安心して暮らせ

て、多世代が交流し、助け合う社会を望まれ

ている割合が高うございます。これらを見ま

すと、やはり人とのつながりが持てる機会づ

くりというのがこの我々に求められておる、

また皆さんが望まれておる社会の形態という

ふうに思っております。 

 本町におきましても、第５次総合計画策定

におきますところの全世帯アンケート調査を

行っておりまして、その同様の質問に対しま

しては介護施設の整備、また在宅福祉サービ

スの充実を求める回答というのが非常に高

い、ニーズの高さがうかがわれております。 

 したがいまして、このような結果を受けま

して、高齢者の方々が生き生きと充実した暮

らしができて、介護予防や在宅、施設介護サ

ービスの適正な確保を図る。増加が予想され

ます高齢者のみの世帯、ひとり暮らし高齢者

が孤立しないように見守り体制といったこと

の取り組みが肝要かというふうに思っており

ます。これまでもサロンづくりといったよう

なことで、やはり地域での触れ合いが生まれ

る、またつながりが持てる、そういった方策

を今後もさらに探っていくということを我々

は思っております。 

 また次に、子育てというんですか、子供に

関しましては、子育てに関する問題点として

一番多いのは、子育てしやすい労働条件が不

十分で、子育てにはお金がかかるということ

が57.9％といった高い率でございます。ま

た、保育所や幼稚園などの施設やサービスの

充実、困ったときに子供を見てもらえる地域

のシステムづくり、また産科、小児科の医師

の確保、健康診査の充実というところが望ま

れてる割合が高うございます。 

 これらの意識調査の結果を見ましても、県

のみならず本町が取り組むべき施策の一つの

項目ということでとらまえております。これ

までも子育ての取り組みとしましては、子育

て学習センター「のびすく」ですが、あそこ

の自主的な活動、また子育てのサポーターと

の交流を通して親の子育ての力の向上に努め

ております。また、保育サービスの充実とい

たしまして、現在保育所の延長保育の検討を

行っておるというところでございます。これ

らの意識調査を非常に手元におきまして今後

も方策を探っていきたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今、何でこういうことを、

既に私が指摘していることについての答えは

いただきましたんですが、理想の子供の数と

いうのは皆さんも思ってるけど、３人が５割

あるんやね。しかし、それを産んで育てるよ

うな環境条件にないということ。さらには、

健康で安心して暮らせるということが少子・

高齢社会の姿としては74％もあるってのは。

これに向かってすべての諸施策がかじ取りさ

れないといけない。納めた税金がこちらに主

に使われていくような取り組みこそ大事やと

私は思うんです。そういう点からと、それか

ら子育てには手当を出すだけの問題ではなく

て、先ほども説明があったように保育所や幼

稚園、これらの施設やサービスの充実がなか

ったらあかんのやと。経済的な面よりも、む

しろこれらのことのほうが大事やということ

と、もちろん年金の充実がありますけれど

も、老人医療の確保、介護の内容の充実、こ

んなんで初めて安心できるんですよ。こうい

う社会の構築のために町が取り組まないとい

けないと思うんですが、その点の取り組み、

今披瀝されたけども、どない取り組むんか、
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ひとつ再度説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 全体をとらま

えての問題やら、先ほど私申し上げましたの

は、やはり地域でのつながりというのが今後

非常にクローズアップされてくるというよう

なことで特に申し上げました。それぞれの方

策につきましては、これから探っていく部分

がかなりございます。今現在推進をしておる

サロンづくりなんかは例として挙げましたん

ですが、そういったことで、地域の中での触

れ合いが生まれる方策を探っていくというこ

とでございます。 

 負担の問題というのはもう必ず出てまいり

まして、我々自治体のほうもそうですし、ま

た保険者についてもそうです。また、国のほ

うにおきましても、この負担と給付というこ

とが問題となりまして、議論の中心となるの

はこの問題ということでございますから、

我々も当然その部分、非常にデリケートでご

ざいます。そのバランスをとりながらでの方

策ですから、非常に難しさというものがござ

いますが、何とかやはり住みよいまちづくり

のために探っていきたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で桜井公晴議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 請願第６号 ３０人以下学級 

       実現、義務教育費国庫負担制 

       度拡充に係る意見書の採択を 

       求める請願 

  日程第３ 請願第７号 保育制度改革に 

       関する請願 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、請願第６号

30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度

拡充に係る意見書の採択を求める請願及び日

程第３、請願第７号保育制度改革に関する請

願を一括議題とします。 

 ただいま上程中の請願第６号及び請願第７

号は、会議規則第92条第１項の規定により、

お手元に配りました請願付託表のとおり福祉

文教常任委員会に審査を付託します。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は６月11日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さんでした。お疲れさまでした。 

（散会 午後５時08分） 

 

 


